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第４７５回（定例）福崎町議会会議録  

平成２９年９月２０日（水）  

午前９時３０分   開   会  

 

  １．平成２９年９月２０日、第４７５回（定例）福崎町議会は、福崎町役場に招集された。  

 

  １．出席議員     １４名  

      １番  松 岡 秀 人       ８番   山 口   純  

      ２番  柴 田 幹 夫       ９番   牛 尾 雅  一  

      ３番  三 輪 一 朝      １０番   冨 田 昭  市  

      ４番  北 山 孝 彦      １１番   小 林   博  

      ５番  前 川 裕 量      １２番   石 野 光  市  

      ６番  河 嶋 重一郎      １３番   城 谷 英  之  

      ７番  木 村 いづみ      １４番   高 井 國  年  

 

  １．欠席議員（な  し）  

 

  １．事務局より出席した職員  

    事 務 局 長  木ノ本 雅 佳  主       査  塩  見 浩  幸 

 

  １．説明のため出席した職員  

    町 長  橋 本 省 三  副 町 長  尾 﨑  吉 晴  

    教 育 長  髙 寄 十 郎  技 監  村 上    修  

    公 営 企 業 参 事  近 藤 博 之  会 計 管 理 者  木 村  千 晴  

    総 務 課 長  山 下 健 介  企 画 財 政 課 長  吉 田  利 彦  

    税 務 課 長  尾 﨑 俊 也  地 域 振 興 課 長  松 田  清 彦  

    住 民 生 活 課 長  谷 岡 周 和  健 康 福 祉 課 長  三 木  雅 人  

    農 林 振 興 課 長  松 岡 伸 泰  ま ち づ く り 課 長  福 永    聡  

    社 会 教 育 課 長  大 塚 久 典  学 校 教 育 課 長  岩 木  秀 人  

 

  １．議事日程  

    第 １ 一般質問  

 

  １．本日の会議に付した事件  

    第 １ 一般質問  

 

  １．開会及び開議  

 

議    長  皆さん、おはようございます。  

       ただいまから、本日の会議を開きます。  

       ただいまの出席議員数は１４名でございます。  

       定足数に達しております。  

       それでは、これより本日の日程に入ります。  

       本日の日程は、お手元に配付しております議事日程に記載のとおりであります。  

 

日程第１ 一般質問  
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議    長  日程第１は、一般質問であります。  

       それでは、通告順に発言を許可をいたします。  

       １番目の質問者は、山口議員であります。  

       質問の項目は  

       １、前回の質問について  

       以上、山口議員。  

山口 純議員  議席番号８番の山口純です。  

       ８月に各戸配布された議会だより１４３号に掲載した私の一般質問の内容の中

で、福崎西中学校関係者の皆様からご指摘を受け、福崎西中学校のほうで８月

８日の夜に関係者の皆様にお集まりいただき、議会だよりの記事の内容、記事

の表現の中で、関係者の皆様が不快に感じる部分があり、誤解を招く記事を掲

載したことに関するおわびをさせていただきました。  

       記事の表現に不備があったことについては、関係者の皆様に対する配慮に欠け

た内容であったと認識し、関係各位にご迷惑をおかけしたことをおわび申し上

げます。まことに申しわけありませんでした。  

       前回の質問は、安全管理についての調査中の一例として、福崎町の特産品であ

るもち麦の生産者のご意見を軸に構成された内容でした。ここでご理解いただ

きたいのは、防球ネットから練習の球が飛び出し、コンバインに当たり、その

はね返った球がもち麦生産者に当たってしまったことは事実であるということ

です。この事象がきっかけで、前回の質問に立ったわけですが、もち麦生産者

の方にけががあったかなかったかという話で済む問題ではないという認識が、

当時の私にはありました。私は、町民から選ばれた議員であります。町民の要

望をそのまま理事者に伝えるだけならば、子どもにでも可能であります。事象

をきっかけに防球ネットの不備を数年間放っておいた現状を正し、将来あの学

校に通う子どもたちが同じ事象を繰り返さない環境を早急に整えるためにも、

現場で働くもち麦生産者の生の声を交えた説得力のある質問にしなければ、福

崎町の貴重な財源を使って防球ネットを直す動機につながらないと考えた上で

の質問でした。  

       しかし、議会だよりに記事として掲載したときには、文字数制限の都合上、要

点のみを掲載した形になり、結果、関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことに

ついて、改めておわび申し上げます。まことに申しわけありませんでした。  

       ぜひ、教育長からご教示お願いいたします。  

教 育 長 この場において私が議員に教授する立場にはないと、こういうふうに思いま

す。そこで、私のつぶやきを述べたいと思います。私のつぶやきでございます。  

       関係者の話し合いに応じた今回の質問であり、約束等もきちんと果たされたと

私は敬意をあらわします。私は、議会での質問は、議員として大切な活動の場

だと思っております。事実は事実として報告されるのは当然です。ただ、そこ

にかかわるいろんな立場の人たちの思いも配慮に入っておれば、さらによかっ

たのではないでしょうか。  

       学校教育と家庭教育の違いを少し述べさせていただきます。  

       学校教育には教科書があります。社会教育には教科書はありません。  

       二つ目、学校教育は答が一つに求める傾向がありますけれど、社会教育には、

人の数だけの答がある。  

       三つ目、学校教育には卒業がある。しかし、社会教育には卒業はない。  

       このような、私の今現在のつぶやきでございます。どうぞよろしくお願い申し
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上げます。  

山口 純議員  以上で質問を終わります。  

議    長  以上で、山口議員の一般質問を終わります。  

       次、２番目の質問者は、牛尾議員であります。  

       質問の項目は  

       １、安全・安心のまちづくりについて  

       ２、町道の管理について  

       ３、全国に向けた福崎町の発信について  

       以上、牛尾議員。  

牛尾雅一議員  議席番号９番、牛尾雅一でございます。議長の許可をいただき、ただいまより

一般質問をさせていただきます。  

       質問に入ります前に、今回、日本に襲来いたしました大型の台風１８号により、

全国的に大きな被害が発生をいたしました。被災された方々に対し、お見舞い

を申し上げたいと思います。  

       当福崎町におきましても、土砂災害等が発生していると聞いております。お見

舞いを申し上げたいと思います。  

       それでは、質問に入らせていただきます。  

       １点目の項目は、安全・安心のまちづくりについてでございます。  

       近年、地球温暖化の環境問題の影響で、全国的に異常気象の発生件数が増加し、

それに伴う災害発生件数も増加しています。とりわけ、大気の不安定により、

突発的で天候予報による正確な予測が困難な局地的大雨、いわゆるゲリラ豪雨

が、この夏も頻発をいたしました。  

       播磨地域では、８月１８日未明から朝にかけて、記録的な豪雨となり、大きな

被害が出ました。特に、福崎町の上流に位置する市川町や多可町においては、

土砂崩れや浸水被害が多数発生をいたしました。福崎町におきましても、福田

地区などにおいて、民家で床下浸水の被害が発生をいたしました。今後もこう

した自然災害の発生が予測されますので、今回の台風１８号による豪雨の状況

も含め、それらに対する防災・減災対策について、お尋ねをしたいと思います。  

       まず、８月１８日のゲリラ豪雨についてですが、人的また家屋・道路・橋梁・

農地・農業用施設などの被害状況について、町が把握されている情報を知らせ

てください。  

総 務 課 長 １８日のゲリラ豪雨の災害でございます。  

       床下浸水が９件、農地・畦畔等の崩壊が４件、農業用施設で水路の被害が５件、

林地の小規模土砂崩れが１件、林業施設で林道への落石が１件、堰堤埋没が１

件、道路では、町道８９０号線と１９８号線で小規模ですが土砂の流入がござ

いました。河川では、三谷川、七種川で堤防内穿掘や崩壊、ほかに、スポーツ

公園グラウンドに大志山から土砂が流入しました。また、福田大歳神社前の水

路に新聞配達員が転落する事故がございました。以上の情報はつかんでおりま

す。 

牛尾雅一議員  今、報告をいただきました。  

       そうしますとその被災物件というんですか、いろいろあるんですが、復旧方法

はどのように考えておられるんでしょうか。  

まちづくり課長 道路と河川についてでございますが、町道板坂塩田線の桜上池付近の崖崩れに

つきましては、通行の支障があったために、緊急業者で撤去済みとなっており

ます。  

       また、大学内の町道８９０号線の崖崩れでございますが、これは大学との管理
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協定がございまして、全額大学の負担で復旧を終わっておるところでございま

す。 

       また、河川の２カ所につきましては、いずれも県管理河川でございますので、

県で対応を検討中でございます。  

       以上でございます。  

農林振興課長  農林関係ですけれども、福田の水路の法面の漏水につきましては、方法は未定

ですけれども、町の単独土地改良事業で検討中であります。  

       また、田口の水路の土砂埋没については、土砂の撤去を同じく町単土地改良事

業でやる予定となっております。  

       また、田口の水路の架台の崩落については、構造物撤去を災害認定として検討

しているところであります。  

       また、田口の法面崩壊の２カ所については、ブロック積み工を災害認定で、も

う１カ所は町単土地改良事業にて行う予定となっております。  

       もう１カ所の田口の法面崩壊については、畦畔工を個人で直すというふうに聞

いております。  

       また、板坂の林道の落石につきましては、土砂の撤去を地元の対応で行うとい

うことになっております。  

       それから、西光寺野土地改良区の水路の土砂埋没ですけれども、場所は市川町

なんですけれども、これにつきましても町単土地改良事業にて行います。  

       それから、山崎の千束の水路の土砂埋没につきましても、町単の土地改良事業

で行います。  

       以上です。  

牛尾雅一議員  今、報告をいただきまして、大変たくさんの復旧の件数がありますので、大変

ですが、よろしくお願いしたいと思います。  

       今回また床下浸水が今９件ということを報告でいただいたんですが、その被害

の原因というんですか、雨量が多過ぎるというのが一番と思いますが、ほかに

考えられる点はどのようなことがあるのか、教えていただきたいと思います。  

公営企業参事  ご質問にございましたように、雨量が多かったということが一番の原因かと思

います。当日のアメダスの記録を見ますと、４時前からの６０分間で４２ミリ

という降水量でございますので、これによりまして、被災家屋の近隣水路、こ

れが排水能力を超えてしまったということで、溢水して、家屋の敷地に流れ込

んできたというのが、一番大きな原因だと思います。  

牛尾雅一議員  雨量が大変多かったということなんですけども、今よく駅東雨水幹線とか、い

ろいろしていただいておりますが、雨水幹線的なものについて、まだ問題があ

るというんですか、これができれば解決するというふうなところはあるんでし

ょうか。  

公営企業参事  雨水幹線の整備計画に当たりましては、これまで大雨の際に浸水被害が多発し

ておりました市街化の区域内を中心にその区域の排水をどのようにして吐けば

いいのかということで、雨水幹線の計画を立てております。福田あたりですと、

今、駅前では駅東雨水幹線工事の整備を進めているところでございます。  

       また、今後につきましては、千束水路から七種川に流れていきます直谷第２雨

水幹線の計画を進めようという考え方でございます。  

牛尾雅一議員  今、報告いただきましたので、雨水排水の処理能力というんですか、ルートに

ついても、問題というんですか、水路が狭いということで、あふれるというこ

となんですので、その対策、今言っていただきました雨水の新たな整備をよろ

しくお願いしたいと思います。  
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       この大雨の際に、必ずというんですか、たびたびＪＲ湯口踏切の箇所が非常に

低いというんですか、周りから、高校からの、グラウンドからの水もたくさん

出るということで、あふれておりますけれども、委員会等で説明を聞いとんで

すが、ＪＲとの対応ですね、協議をされておるということですが、どのように

なっているのかお知らせいただきたいと思います。  

公営企業参事  ご質問の箇所につきましては、先ほど申しました駅東雨水幹線整備の排水区域

に入っております。駅東雨水幹線の起点につきましては、湯口踏切の西北のと

ころから整備をするわけですけれども、ＪＲの敷地内におきましては、ＪＲと

今、工法等の協議を行っておりまして、敷地内については町が発注いたします

第２工区の完成時期に合わせて、ＪＲが整備をされるということで聞いており

ます。  

牛尾雅一議員  そのＪＲがされる工事が、この後供用されます駅東雨水幹線につながれば、あ

そこのホームの中というんですか、線路上にもまだ、今回も台風１８号の際に、

１０時前ですか、あそこずっと見て回ったんですが、今までにないぐらいのす

ごい雨の水が踏切のところ、またそれでホームに向かって線路内にも非常にた

まっておりました。そういうことなので、今、教えていただきました、そこが

できますとずっと引いて、幹線に入って、七種川に出るということで、解消さ

れるということを期待しております。  

       先に課長から答弁いただいたんですが、以前の一般質問におきまして、平成３

０年度に福崎駅周辺整備事業が完成いたしました後に、新たな雨水幹線整備と

して、福田大歳神社前から西側へ向かう水路を拡幅整備して、七種川へ放流す

るルートの雨水幹線工事を検討していただいてるという答弁をいただいており

ますので、ぜひ実現をしていただきたいと考えています。  

       ８月１８日のゲリラ豪雨の際にも、大歳神社前は水路と道路の境目がわからな

いほど雨水があふれた状態でございまして、不慮の事故が発生をいたしました

けれども、福田区の区長、副区長により人命救助が行われ、事なきを得ており

ます。  

       今回の台風のときの豪雨時、９時半から１０時ごろでは、どのような状態だっ

たのか、わかれば報告をお願いいたします。これはその通告はしておりません

ので、あれなんですが、私は、９時半から１０時、９時半過ぎにそこを気にな

りましたので、車で見回りというんですか、あまりそういうときに動くのは悪

いということなんかもわかりませんが、行きました。そうすると、今までに見

たことないぐらいの雨水が水路、上井から越して、そしてその越した水が前町

議のお宅の東側の田んぼに大量に流れ込んでおりまして、前町議宅の前の町道

が２０センチから３０センチの雨水の、川のような状態でございました。  

       ですので、そのような状態を目の当たりにいたしますと、第２雨水幹線ですか、

その幹線整備が実現をいたしましたとしても、近年、５０ミリ、６０ミリ、そ

れ以上の雨量ということが頻繁に起こりますので、十分な断面が確保できない

可能性も出てまいりますので、私はあそこのスポーツ公園の下からちょっと見

ておりましたら、高低差を利用して財産区北側の十字路に町道福田七種線を利

用しまして、ずっとそこを、道路の真ん中に雨水幹線を入れていただきまして、

ＪＲの第３西山筋踏切を横断して、今つくっていただいております駅東雨水幹

線に接続する暗渠排水ルートの追加を検討していただけたらどうかというふう

にも、私の素人の考えなんですが、今の高低差を利用して、そうなると、今ま

でにないような水はけが実現するんではないかというふうに考えますが、いか

がでしょうか。  
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公営企業参事  雨水幹線の整備の前提は、福崎町の７年確率の降水量に対応するように設計を

しておりますが、時間雨量でいきますと４６ミリでございますので、昨日の台

風のような大雨が降りますと、溢水するおそれはあるんですけれども、そうい

った形で全体的な計画を立てているということはご認識をいただきたいと思い

ます。  

       その上で、先ほど申し上げました直谷第２雨水幹線を整備していこうという考

えでございます。  

       当然その今のルートの中で、個人さんの土地も協力いただかなければならない

ところもございますので、地元区との協議は今後進めていく予定でございます

ので、ご提案のところにつきましては、そういうことでございますので、現時

点で検討をする考えはございません。  

牛尾雅一議員  これから先どのようなこと、そんな災害の起こる予測を、来ないほうがいいん

で、考えたくはないんですが、近年そういうふうな異常気象というんですか、

今までにないようなことが起こっていますので、また考えてもいただきたいと

も思っております。  

       今回、８月１８日のゲリラ豪雨の際に、県が福崎高校の校庭貯留について総合

治水条例を制定されたこともあって、雨水の浸水対策に取り組んでおられて、

その減災対策の一環といたしまして、平成２８年度事業におきまして、県立福

崎高等学校では、指定雨水貯留浸透施設の指定を受けまして、グラウンド周辺

に小さな堰というんですか、それを設置されて、流出量を抑制し、雨水を一時

的に貯留する校庭貯留が整備をされております。福崎高校の第２グラウンドで

ございますが、今回その、この施設が機能しなかったというんですか、福田の

その高校東側のところの方のお宅が床下浸水ということを聞いておりますので、

その機能というんですか、しなかったのかちょっとお尋ねをいたします。  

まちづくり課長 このグラウンドには兵庫県がカメラを設置しておりまして、記録が残っており

ます。夜間は暗くて映っておりませんけれども、早朝の５時には水位が１８セ

ンチございまして、約５００立方メートルの水を貯水していたことが確認でき

まして、一定の効果があったと考えております。  

牛尾雅一議員  これはそしたら、ためるのは自動的にたまるということで、夜間でしたら高等

学校の施設の管理は福崎高等学校というふうにプレートにありましたんですが、

別にその人的に操作するとか、そういうことはなくてもいい施設なのでしょう

か。 

まちづくり課長 県と高校の間に管理協定が結ばれておりまして、通常の点検とか清掃につきま

しては適切に行われております。  

       当日の状況ですが、排水吐けにつきましては、きちっと閉じられておりました

ので、今回一定の貯水効果が見られまして、排水口であり、放流口であります

オリフィスから、徐々に排水される状況で機能を果たしておるという状況でご

ざいます。  

牛尾雅一議員  次に、そこのところは福崎高校の第１グラウンドですか、そこはもっと広いん

で、そこからすごく雨水が出ますし、またその上のほうの高いところからもざ

ーっと来てる、一番低くなってるところですので、雨水がたまる場所でござい

ますので、今のところその駅東雨水幹線につないでいただくまでは、そういう

状態が大雨のときにはまた再現されるのではないかというふうなことを危惧も

しております。できるだけ早くＪＲのほうと協議をしていただきまして、それ

が実現できるように望んでおきます。  

       次に、平常時から大雨の際に災害の発生が予測される箇所を事前に把握してお
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くことが大切ではないかというふうにも思います。ですので、業務外というこ

とになるかもしれませんけれども、農業委員会では農地パトロールというのを

定期的にされておりますので、被害の農道にかかる橋とか、農地・農業施設で

危険と思われるような施設を見て、点検をしていただいたりとかですね、目視

でもいいんですが、そうしていただけますと、役に立つと思うんですが、そう

いうことはできないでしょうかね。  

農林振興課長  農業委員会の農地パトロールにつきましては、農地パトロールの実施要領に基

づいて行っておりまして、耕作放棄地や農地転用の違反等を確認しております。

ですので、災害発生の危険場所についてまでは点検はしておりません。  

牛尾雅一議員  ずっとこう町内を回られまして、放棄地というのは割とその、ちょっと山間と

かということも多いですので、回られた先には、もしその目視というんですか、

目で見られても、そういうとこがもし懸念されるようなところがありましたら、

また農林振興課のほうに伝えていただけるようなことになればいいんではない

かというふうにも思います。  

       そのように、山林とか農地の危険なところ、また、その安全な避難場所、追加

というんですか、日々そのいろんな状況が変わりますので、追加をいたしまし

たハザードマップというのを町ホームページで、今のハザードマップを町のホ

ームページで定期的に更新をされて、住民の方に情報公開をしていただきまし

たら、非常に有効じゃないかと、新たなその危険な箇所とかが、３年に１度と

聞いとんですが、全戸に配布されるハザードマップを配布されてきていただい

とんですが、ホームページを利用していただきましたら、瞬時にわかります。

最近の家庭では、インターネットの、またスマホも活用されておりますので、

住民の方に対する情報公開には非常にいい、もってこいではないかというふう

に思います。そのあたりのことをお尋ねいたします。  

まちづくり課長 県では土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッド区域と呼んでおりますが、これ

を平成２８年度で田口と高岡地区、そして２９年度でそれ以外の区域を指定す

る予定としております。また、水防法が改正されまして、県は平成２９年度中

に市川の浸水想定区域の見直しを行っております。平成３０年度に、これらの

情報を反映しましたハザードマップの改訂を行いまして、あわせてホームペー

ジその情報を掲載したいと考えておるところでございます。  

牛尾雅一議員  よろしくお願いいたします。  

       それで、今回もそうですが、前回のゲリラ豪雨のときも、市川の上流で、市川、

多可町はまあちょっと東なんですが、市川の上流でその豪雨がありますと、時

間差というんですか、少し立ちますと、福崎町に大変多くの雨水が流入してま

いりますね。１時間の雨量が５０ミリとか６０ミリというのは、最近は特別の

雨量ではなくなってきているように感じます。１時間の雨量がそれ以上になり

ますと、生野ダムの放流ということも考えられます。そのあたりを含めた対策

が必要になってくると考えております。  

       それでですので、そういう事態が起こりますと、どのような地域で、どのよう

な事態が想定されるというふうにお考えでしょうか。  

まちづくり課長 市川の氾濫危険水位でございますが、平成２９年４月から、以前では６メート

ルでございましたが、５．７メートルに引き下げを行っております。この水位、

５．７メートルに市川が達するのは１６年に１回といわれております。さらに

水位が上昇しますと、堤防の天端に到達しまして、現在のハザードマップでお

示しをしております区域に洪水によります浸水の発生が想定されるという事態

でございます。  
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牛尾雅一議員  そういうことがないことを願っております。今、報告していただきましたこと

を活用して、被害が少しでも少なくなる取り組みを皆で考えていきたいという

ふうにも思います。  

       次に、福崎町は面積が決して広くない町でございますけれども、近年のゲリラ

豪雨の範囲を見ますと、雨の量が集中するエリアと、少し離れると、少ししか

降らないというようなエリアがあり、大変むらがございます。正確に情報の収

集をして、分析をするというふうな意味でも、町内の４小学校区に観測の地点

を設けていただくために、雨量計とか警報の装置を設置していただいたらいか

がかと思うんですが、どうでしょうか。  

住民生活課長  防災の気象情報につきましては、気象庁が発表します警報や土砂災害警戒情報、

記録的短時間大雨情報などにより、対応をしていることになっております。  

       福崎町につきましては、山間部と平野部といった地形の違いは多少ありますが、

議員が言われましたように町域がそんなに広いわけではございませんので、雨

量計等につきましては、今のところ、現在あります福崎地区、それから田原地

区、２カ所ございますので、この観測でいいのではないかということでは考え

ております。  

牛尾雅一議員  またこれから先に、今以上にゲリラ豪雨というんですか、局地的な集中豪雨の

件数がふえましたら、また検討もしていただきたいと思います。  

       次に、９月１日は防災の日ということで、その日を中心といたしまして、防災

週間、そしてまた防災月間ということでありますので、町といたしまして、ど

のような啓発活動とかイベントを実施されておられるのか、お尋ねをいたしま

す。 

住民生活課長  期間中におきましての取り組みにつきましては、特にということではしており

ませんが、県や町の補助金を活用しました防災訓練、それから、講習会等の実

施の呼びかけや、それから、防災啓発に関しますポスターの掲示をするなどし

ております。  

       また、今年度は、町広報に６回のシリーズで、知っておきたい防災情報、防災

対策というものを掲載するなど、住民の方への防災に対する周知を図っている

ところではございます。  

牛尾雅一議員  今、答弁いただきましたが、住民の防災意識の向上につなげるさらなる啓発活

動を期待いたします。  

       次に、防災に対する取り組み、今、自律（立）のまちづくり交付金を各自治会

が活動されて、活用されて、いろんな取り組みをされておりますけれども、交

付金以外に何か支援策が必要ではないかと思うんですが、その点についてはど

うでしょうか。  

住民生活課長  県の助成事業になりますが、自治会で防災訓練や防災講義を実施される際に、

講師や運営助言者として兵庫防災特別推進員を派遣してもらえる事業ですとか、

自主防災組織におけますリーダー育成や防災訓練にかかります経費の２分の１

を助成する事業などがございます。これらにつきましては、毎年、各区長に申

請募集の案内を行っているところでございます。  

       また、町におきましては、防災資機材の購入につきましては、２０％の自治会

補助金事業もございますので、活用いただいたらというふうに思っております。  

牛尾雅一議員  続きまして、今年度は女性委員会の委員会では、防災をテーマにしたワークシ

ョップを行われているということを、今議会の冒頭の町長のご挨拶にありまし

た。それですので、どういうふうな内容なのか、ちょっと教えていただきたい

と思います。  
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総 務 課 長  女性委員会につきましては、研修会を含めまして年５回実施をいたしておりま

す。今年は５月に１回目を開催して、１０月４日に２回目を開催する予定でご

ざいます。  

       この２回目では、役場の担当職員が自主防災組織、また、防災マップの話をし、

その後、グループに分かれまして、女性の目から見た防災ということで、議論

をいただく予定としております。その後、発表もございます。  

       ３回目以降につきましては、ワークショップも含め、防災施設の視察やＡＥＤ

の講習等も予定しているところでございます。  

牛尾雅一議員  地域におきましては、女性のほうが人口も多いというような状態でございます

し、ある程度年配の方が経験も豊富でございます。そしてこの女性委員会に出

られている、各自治会からの委員が、いろんなことを、今説明をいただきまし

たことを勉強していただきまして、また地域で、啓発というんですか、女性を

含め、全ての方に、自治会の集会で、そういうことが広がればということを期

待しております。  

       続きまして、１０月２９日に実施予定の町の総合防災訓練というものが、実り

のあるというんですか、非常に効果のあるものになるように、一般の住民の方

にも積極的に参加をしていただきたいというふうに思っておりますが、どのよ

うな内容になるのか、教えていただきたいと思います。  

住民生活課長  １０月２９日に実施します防災訓練につきましては、警察や消防、自衛隊等も

参加していただく、総合的な訓練を考えております。  

       住民の方につきましては、多くの方に参加していただきたいわけではあるんで

すけども、会場の大きさ等もございまして、一般の方につきましては、近隣の

自治会の方のみの参加予定としております。  

       そのほか、例年民生委員さんにお願いして、実施しております災害時の要援護

者の安否確認訓練なども合同で実施することとしております。これにつきまし

ては、町内全域での実施ということでございます。  

牛尾雅一議員  会場のスペースの問題もありますので、町の方ほとんどの自治会の方が参加す

るというのは物理的に無理でございますので、今、説明いただきましたことを、

町広報などで知らせていただきまして、一般の方もこういうことを町がやって

いただいてるということで、ともかくその基本は自分の身は自分で守るという

ことを心がけていただきまして、災害にあわない、大きな災害が来ても、減災

となるようなことを、町を挙げて取り組んでいただきたいと思います。  

       それでは、２番目の項目について、お尋ねをしたいと思います。  

       町道の管理でございます。福崎町は車社会でございまして、住民の方が仕事と

か買い物で、毎日車を運転される方が多数おられます。観光客の方や、工業団

地の輸送トラックなども当然車を利用して福崎町にやってこられます。  

       そのため、多くの車両が１級、２級の町道を通行しますので、ドライバーの方

は町の玄関口、廊下ともいえる町道から町のイメージを持たれるのではないか

というふうに思います。町道がきれいに整備されているか、交通安全対策は行

き届いているか、そういった視覚的な印象で、町のイメージは変わってくるの

ではないかと思っております。  

       そこで、町道の維持管理について、お尋ねをしたいと思います。  

       まちづくり課が所管する町道の維持管理業務について、６月末の入札で、町道

１級、２級路線、維持管理業務委託の請負の業者の方が、有限会社上月電設に

決定をしてございますが、どのような業務内容になっておるのか、教えていた

だきたいと思います。  
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まちづくり課長 町道１、２級路線のうち、特に優先度の高い２９路線、延長にしますと約３５．

９キロメートル、面積にしまして４万平方メートルでございますが、道路の両

脇１メートル区間の草刈りを１回実施をいたしまして、その刈った草の、草及

びごみの収集、運搬、処分等が業務の内容でございます。また、平成２８年度

から飛び石防護も業務のうちに加えております。  

       以上でございます。  

牛尾雅一議員  そういうふうに非常に広範囲にしていただいとんですが、近年その夏場が、今

年は特になんですが、高温多湿といいますか、雑草の生育が非常に早くて、今

までの草刈りをしていただいているペースでは、処理が間に合わないようにも

見受けられます。どういうペースで、どういう基準で、草刈りをされているの

かをお尋ねいたします。  

まちづくり課長 区長会要望でありますとか、現在実施しております行政懇談会の場でも、その

草刈りの話はよく出るわけでございますけれども、先ほど答弁いたしましたと

おり、業者委託につきましては、年間１回の草刈りとなっているところでござ

います。  

       また、特に中島井ノ口線の中国縦貫道路より南の区間では、街路樹にアベリア

を植えておりますが、豆藤でありますとか、雑草が非常に早く伸びまして、交

差点の見通しが悪くなるために、シルバー人材センターに委託をしまして、雑

草引きを行っております。中国道の北側につきましては、ココロンクラブなど

のボランティア団体が、街路の草引き等をしてくださっております。  

       また、年間を通じまして、まちづくり課の土木工手がおりますが、シルバー人

材センターから一、二名の派遣を受けまして、ともに交差点などの見通しの悪

い箇所を中心に草刈りなどに当たっているところでございます。  

牛尾雅一議員  今、説明いただきました。  

       業者の方は、道路から１メートルということで刈っていただいてるということ

でございます。私も刈られているのをちょこちょこ拝見するんでございますが、

業者の方は比較的若い作業員の方が草刈りをされております。今、説明いただ

きました町の２トンダンプで回られておられるのを、町の職員の方１名と、シ

ルバー人材から派遣されている高齢の方が２名でされております。道路の法面

というんですか、急なところとか、危険なところを、少し費用がかさんでも、

業者の方の範囲に入れていただけたらとも思います。そうしますと、シルバー

の方の、今、シルバーの方も草刈りの多くの要望があるんですが、なかなか草

刈りをしていただける、登録していただける方が少ないということも聞いてお

りますので、そういうふうに、業者の方が危ないところとかを刈っていただけ

るということになりますと、よりスムーズに町のほうの回られてるのが、もっ

と広くところに刈れるんじゃないかと思いますが、その点についてはどうでし

ょうかね。  

まちづくり課長 道路の草刈りと申しますのは、交通の支障になる場合に町道管理として行っ

ております。道路法面の草につきましては、交通の支障になるという影響が少

ないと考えられますので、農地の所有者の方や自治会のクリーン作戦などでお

願いしているのが現状となっております。  

       また、町道につきましては、２７年度末現在で、路線数は７６２本、延長は約

２５０キロメートルございます。道路予算にも限りがありますので、法面まで

手が出せないという状況でございます。  

牛尾雅一議員  農振地域というんですか、市街化調整区域での町道の法面も、農家の方の善意

で今までもずっとボランティア的に刈っていただいているところも多くあるん



－11－ 

じゃないかというふうにも伺っていますが、高齢化の影響で非常に大きな負担

となっているんじゃないかというふうに思っております。町が法面も刈ってい

ただけたら、農家の方というんですか、そこの市街化調整区域とか農振地域に

住まわれている方の体力的とか経済的な負担を軽減できるのではないかという

ふうに思っております。  

       市街化調整区域の住民の方は、農家の方、非農家の方も含めまして、溝普請と

かクリーン作戦、道普請などで草刈りを行っておられます。非常に近年その草

の生育が早いということもありまして、非常に長時間に、昔でしたら１時間と

か、もう長くても２時間で済んどったのも、３時間とか４時間とか、非常に長

くなって、負担となっております。このことは市街化調整区域の人口減少問題

にも関係してくるんじゃないかと、若い人がそういうふうに出役というんです

か、自治会のほうのそういう普請というんか、出役ということも年に３回とか

何かありますし、そういうのをその草刈りがえらいとか、そういうことがもう

田舎に住むという、田舎というんですか、そういう住むのを控えて、よそでと

いうふうなことにもなりかねませんので、町として時代の変化を見据えていた

だきまして、雑草対策にこれまで以上に力を入れていただきたいと思います。  

       次に、明日９月２１日から１０日間、全国で秋の交通安全運動が、「みんなで

つくる通学路の交通安全」を推進テーマに掲げて行われます。そこで、町道の

交通安全対策について、お尋ねをしたいと思います。  

       町道東大貫溝口線についてでございます。この路線は、八千種小学校の大貫校

区の生徒が道路を横断する箇所がございます。また、東中学校の生徒も多数通

学時に利用する道路でございますけれども、速度規制が全線時速５０キロとな

っており、ドライバーの方によっては５８キロとか６０キロを超えてのスピー

ドで走られる、スピード違反をして運転をされているんじゃないかというふう

な、すごいスピードで行かれてるということも見受けます。非常に危険な状態

でございますので、町内の他の道路は学校周辺は時速４０キロとか３０キロの

速度制限をされてございます。ですので、東大貫溝口線だけが５０キロじゃな

いかというふうに、私、町内を回りまして、思っておるんでございますが、そ

の理由というんですか、それはどのようなことで５０キロになっとんでござい

ましょうか。  

住民生活課長  道路の速度規制につきましては、警察公安委員会のほうで定めておるものでご

ざいまして、確認いたしますと、歩道の有無、それから狭隘箇所の状況、カー

ブの状況などといった道路の形状ですとか、それから、道路沿いの家屋の立地

条件や交通量、それからまた交通事故の発生状況などを総合的に勘案をしまし

て、設定されているとのことでございます。こういったことで、東大貫溝口線

の速度につきましても、５０キロというような設定でしておるというところで

聞いておるところでございます。  

牛尾雅一議員  以前その歩道が片側ですけど、整備されたということで、以前は４０キロだっ

たのが５０キロになったということを聞いたことがございます。その歩道が東

中学校の東側５００メートルほどの地点で途切れております。そこはカーブの

部分でもありますし、中学生の生徒さんが徒歩とまた自転車を押しながら通学

をされております。接触事故というんですか、対向車が向こうからトラックで

も来ますと、もう非常に接触すれすれというふうなこともちょこちょこ見ます。

ですので事故が起こるまでに、生徒の方が安全に通学できるように、早急の歩

道設置を望むものでございますけれども、いかがでございましょうか。  

まちづくり課長 町道東大貫溝口線の東中学校周辺でございますが、昭和５５年ごろに歩道設
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置のために用地買収を進めておったところでございます。交渉もしたわけでご

ざいますが、当該箇所の地権者の協力が得られなかったということでございま

す。 

牛尾雅一議員  以前その説明をお聞きしまして、道路の北側の所有者の方というふうにお聞き

しました。ですので、なかなか応じていただけないということになりますと、

南側、費用はかさむんですが、南側が農地ですので、そこを拡幅というような

ことは考えられないんでしょうか。  

まちづくり課長 南側の農地の方にも交渉をしております。ただ、道路法線を考えますと、その

田んぼだけを買うのではなくて、家がございますが、その家にも立ち退きをお

願いせなあかんということもございまして、非常に事業費が高くつくというこ

とがあって断念したものでございます。  

牛尾雅一議員  そうですね、家の立ち退きということになりますと、それはなかなか今説明を

聞きますと、非常に難しいというふうに思いますけれども、生徒さんの安全と

いうこと、人命、もし人命というふうなことにもかかわりますと大変ですので、

鋭意交渉というんですか、費用の安く上がるところの交渉を鋭意していただき

たいなというふうに思います。  

       そして、このたび、以前から地元の区長を初め、信号の要望がございました南

大貫の、東大貫溝口線と大貫山田線ですが、その交差点の信号機設置に向けて

改良していただけるということですけど、今現在どのような状態でしょうか。

わかればお願いいたします。  

まちづくり課長 公安委員会への信号設置の要望を行ったときに問題となりました、今議員のお

っしゃいます交差点内につながる里道でございますが、これにつきましては、

地権者の協力も得ながら、つけかえの作業を進めておるところでございます。  

       信号設置の要望の採択につきましては、現在未定でございます。  

牛尾雅一議員  実は昨日あそこを通りましたら、測量をされておられましたので、ああもう進

めていただいてるなというふうなことで喜んでおりました。  

       次に、そこからずっと今度西のほうへ行きましたら、東中学校の西側の西光寺

の交差点から播但道ボックスまでは非常にその急勾配の下り坂になって、くだ

りものぼりもなんですが、なっております。歩道も大変狭いですし、また道路

ががたがたというんですか、路面がね、歩道の路面もそうです。冬場は５時ご

ろになりますともう真っ暗のような状態ですので、道路の改良というんですか、

路面の改良というんですか、それで、自転車も割とスピードで、こうずっと下

っておる生徒がおられるのを見ますので、スリップ対策とか、防犯灯の増設な

どは検討していただけるのか、説明をお願いいたします。  

まちづくり課長 主要な幹線道路の舗装の大規模な打ちかえでございますが、これにつきまして

はおおむね５年ごとに舗装の傷みぐあいを点検する道路ストック調査というの

を行っております。  

       この調査で、ひび割れ率等が高い舗装につきましては、国庫補助金を活用して

対応が可能ということでございます。それまでの間は、危険な箇所については、

応急措置で対応をしております。  

       あと、防犯灯につきましては、電柱２本に１カ所設置することと基準で定めて

おりまして、西光寺交差点から播但道のボックスまでの間につきましては、そ

の基準に基づきまして設置済みでございます。  

牛尾雅一議員  私が夜通ったら暗く感じたんですが、今その２本に１本の割でついてるという

ことでございますので、木が茂っとったりして、その部分が暗く感じたのかも

わかりません。またよく見ておきます。  
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       もう少し西へ行きまして、播但道ボックスから、町道中道線に朝夕非常にたく

さんの企業というんですか、道の端にはりついておられますので、非常に交通

停滞があります。以前その説明もお聞きしましたが、解消するための対策が今

どのようになっているのか、教えていただきたいと思います。  

まちづくり課長 播但道の南ボックス内の南行き右折車線の設置についてでございますが、現在、

公安委員会と協議を進めております。  

牛尾雅一議員  朝夕、非常に皆さん困っておられる状態なんで、その協議を進めていただきま

して、早期の解消ができることを期待をしております。  

       続きまして、町内で主な町道１級じゃなしでも、県道西田原姫路線と西光寺の

町道八千種八反田線の交差点、東中学校から、播但道おりる道路からちょっと

北になるんですが、２００メートルか３００メートル北のその東西の道路なん

ですけども、約２カ月前には１０日の間に２度、車同士による出会い頭の大き

な事故が発生しました。ですので、今までいろんなこと、カーブミラーに、そ

れからとまれとか、いろんな啓発の注意喚起をしていただいとんですけれども、

私その今まで大きな事故が発生しておりました八千種の庄村の信号機の西側の

ところとか、今、信号要望のあります南大貫のところですね、路面に２０メー

トル、３０メートル手前から、とまれという強調表示いうんですか、それをし

ていただいてから非常に事故が減ってるというふうに思っております。ですの

で、そういう出会い頭的に事故が発生するようなところは、そういうことをし

ていただきましたら、安全に大きく寄与するんじゃないかと思うんですが、そ

の点についてはどうでしょうか。  

住民生活課長  交通事故件数が多かったりですとか、重大事故が起こった箇所につきましては、

警察や道路管理者、それから役場住民生活課等と現場立ち会いをして対応を検

討しているところではございます。今、議員が言われました交差点につきまし

ては、まだあまり警察のほうからも聞いていないところではあるんですけれど

も、今言われましたような警戒標識等につきましては、警察のほうで設置して

いただくということとなっておりますので、警察のほうと相談をさせていただ

きたいというふうに思います。  

議    長  一般質問中でございますけれども、暫時休憩をとりたいと思います。再開は１

０時４５分といたします。よろしくお願いいたします。  

◇ 

休憩 午前１０時２８分 

再開 午前１０時４４分 

◇ 

議    長  それでは、再開いたします。  

牛尾雅一議員  それでは、３点目の全国に向けた福崎町の発信についてということでお尋ねを

したいと思います。  

       全国的に今、地方創生が大きなテーマとなってございますので、全国に向けて

福崎町を発信していく取り組みについて、お尋ねをしたいと思います。  

       町の地方創生には、柳田國男先生が軸となっていると考えております。柳田國

男先生の民俗学を生かした妖怪造形コンテストや、妖怪ベンチ、カッパのガタ

ロウ、ガジロウが大変な好評を受けております。先日放映されました日本テレ

ビの「心に刻む風景」でも、柳田國男先生の特集がなされておりました。  

       福崎町を全国的にＰＲしていくには、柳田國男先生の存在が欠かせないと考え

ております。ＰＲをしていくには、メディア、テレビの力というんですか、テ

レビの影響力は今でも絶大でございますので、ＮＨＫの朝のドラマ、朝ドラと
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いうんですか、あるいは民間の特別番組で柳田國男先生やご兄弟を主人公にし

た番組の制作を町として要望をしていただいたらと思うんですが、いかがでし

ょうか。  

社会教育課長  議員がおっしゃいますとおり、カッパのガタロウ、ガジロウや天狗、妖怪ベン

チが各メディアに取り上げられた効果は絶大でありまして、辻川界隈に訪れる

観光客は飛躍的に増加しております。これらは柳田國男先生の著書「遠野物

語」「妖怪談義」からヒントを得、派生させてきたものでございます。  

       質問の中でもございましたが、９月１０日、１７日に放映されました、日本テ

レビの「心に刻む風景」では、柳田國男の見た風景、また、１年間預けられた

三木家にも焦点を当てていただき、番組を作成していただいたところでござい

ます。こちらから要望することは難しいと思うのですが、このようにテレビ局

から要請がありましたら、積極的に協力をしていくつもりでございます。  

牛尾雅一議員  今、課長の答弁もございました。柳田國男先生を含むご兄弟というので、それ

ぞれの分野で功績を残されました故郷福崎町が誇る英才兄弟でございます。ぜ

ひ、ドラマ化をしていただきまして、全国の人々に知っていただきたいと私は

考えております。  

       また、朝ドラは視聴率もよろしいし、柳田國男先生の時代の時代風景、またご

兄弟を絡め、遠野市との連携もございますので、非常にいいドラマになるんじ

ゃないかという、ＮＨＫはまだ優秀な脚本とかそういう方のお集まりの一番の

テレビ局でございますので、非常にいいものをつくっていただけると、そうす

ることによって、福崎町が全国で知らない人がないぐらいの存在になると思い

ますから、ぜひその町として要望は難しいというふうに答弁でございましたけ

れども、住民の方の署名とか、テレビ局に対する請願とかそういうふうなこと

ができれば、そういうことも行っていただいたり、私たちも行って、テレビ局

に働きかけていけたらいいなとも思うんですが、その点についてはどのように

お考えかお尋ねをいたします。  

社会教育課長  議員がおっしゃいますことはよく理解はしておるんですが、社会教育課としま

しては、柳田國男・松岡家記念館での顕彰はもとより、山桃忌、小中学校での

ふるさと学習、柳田検定、日本民俗学会への福崎町賞授与等の事業を継続的に

行うといった地道な取り組みが大事であると考えております。  

牛尾雅一議員  今、答弁いただきましたように、地道な活動がずっとこう広がっていくという

ことはよく理解をしております。年数もかかりますということもありますので、

できればこういうふうなことが実現しましたら、一挙にということもございま

して、私はそのように願うところでございます。  

       そして、この柳田國男先生もそうです。一番でございますが、今度は大河ドラ

マ、日曜日の夜８時からされてますが、大河ドラマで姫路市がいろんなその取

り組みをされて実現しました「軍師官兵衛」また、その「真田丸」で後藤又兵

衛、福崎町ゆかりの人物でございますが、それにそこで登場している、活躍の

場面も多々その放映の中にありました。ですので、後藤又兵衛について、大河

ドラマに、また大河ドラマとか民間の特別番組で取り上げていただけるように

ＰＲをしていくべきというふうにも思いますが、その点についてはいかがでし

ょうか。  

地域振興課長  後藤又兵衛と春日山の関係につきましては、春日山城が又兵衛の家系でありま

す播州後藤氏の居城であったということは記されているわけですが、又兵衛自

身が春日山でどうこうしたという具体的な記述がないように思われます。  

       観光振興としての取り組みとなりますと、地元の思いといいますか、地元の熱
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意がないと行政が先導いたしましても、なかなか盛り上がらないという面もご

ざいます。そのようなことから、地元有志の方で、発足予定の春日山城跡を研

究する会の取り組みに期待をしているところでございます。  

牛尾雅一議員  後藤又兵衛は戦国時代の武将として、郷土の偉人というんですか、直接福崎町

に今の答弁では深くかかわっていないというふうなことでございますが、近隣

でございますし、春日山城にもたびたび来られていたということも聞いており

ますので、郷土の一員、また、歴史遺産ではないかというふうに私は考えます。  

       又兵衛は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康と、その３人にかかわる人物でござ

いまして、現代の日本人の方が大河ドラマで最も好まれる戦国の世で大活躍を

された人物でございますので、十分大河ドラマに取り上げていただける人物だ

と私は考えております。機会あるごとに、そういうようなＮＨＫに対するそう

いう働きかけというんですか、そういうものをまた考えていただいて、ぜひこ

れも柳田國男先生同様、テレビで放映されるということになりますと、今、春

日ふれあい会館がもち麦の６次産業化の加工所の施設ということで、バリアフ

リー化を含めまして、大改修をしていただいております。そのまたその会館の

利用も含めまして、検討をしていただいて、後藤又兵衛と関係のあるといわれ

ました春日山城跡についても、いろんな国庫補助事業とか県補助事業とかを活

用していただいて、今は登山というんですか、近隣の方が朝夕に、適当な高さ

の山でございますので、体を鍛えるという意味で登山もされていますので、登

山とかツーリズムの観点も踏まえて、史跡としてまた整備を、今も登山道の整

備もしていただいとるんですが、これから先もそういうふうな整備をしていた

だきたいというふうにも思っております。そこらのあたりについてお尋ねをい

たします。  

地域振興課長  まず、春日山城跡の整備につきましては、地元発意による取り組みが非常に大

切だと考えています。施設や設備を整備いたしましても、その管理をどうする

のかや、春日山の歴史をどう引き継いでいくのかなど、地元で十分な論議をし

ていただいた結果を踏まえまして、整備の検討を進めるべきだと考えておりま

す。 

牛尾雅一議員  今、答弁いただきましたように、地元の方々のその熱意ある取り組みをしてい

ただきまして、町と一致協力していただきまして、よりよきものになることを

願って、私の一般質問を終わります。  

議    長  以上で、牛尾議員の一般質問を終わります。  

       次、３番目の質問者は、河嶋議員であります。  

       質問の項目は  

       １、２級町道大門石引線の舗装工事について  

       ２、町正面玄関横喫煙コーナー撤去について  

       ３、学童保育の取り組みについて  

       以上、河嶋議員。  

河嶋重一郎議員 議席番号６番の河嶋重一郎です。通告に従って、議長の許しを得て、一般質問

をさせていただきます。  

       まず、２級町道大門石引線の舗装工事についてであります。  

       福崎町には２級町道でいまだ舗装されていない部分はどれぐらいありますか。  

まちづくり課長 町道の１級につきましては１６路線、町道２級は１９１路線ございますが、道

路台帳によりますと、２級町道で実延長は１５．３キロメートル、そのうち改

良済み延長は１１．１キロメートルとなっておりまして、４．２キロメートル

が未改良となります。しかしながら、未改良区間でも簡易舗装や防塵舗装がな
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されておりますので、砂利道の２級町道につきましてはわずかであると認識し

ております。  

河嶋重一郎議員 そこで、大門石引線ですが、ここ数年前より井ノ口、北野、加治谷を通って

加西市へ抜ける車が大変多くなりました。道は土道で、雨が降れば泥が流れ、

乾くと土ぼこりで前が見えないほどです。まちづくり課より、くぼみに時々バ

ラスをまかれるのですが、雨が降れば流れてしまい、くぼみだらけです。大門

石引線は、亀坪長池南から林道笠形線までの約２６０メートルが未舗装で、砂

利道であるが、なぜ舗装されないままなのか。この箇所は、数年前より、今に

も舗装ができるというようなことを何回か聞いたように思いますが、そのよう

な中で舗装できない、できてない理由があれば理由と、また今後舗装する予定

があるのなら、いつ舗装する予定なのか、お尋ねします。  

まちづくり課長 民生まちづくり常任委員会におきまして、農林振興課のほうから状況の報告

をしておりますが、有限会社アケボノ企画との裁判が続いておる状況でござい

ます。平成２４年には、補正予算を組みまして、舗装工事等の予算を計上させ

ていただきましたが、アケボノ企画から新たな訴訟が提起されまして、実現を

しておらない状況でございます。  

       しかしながら、町の顧問弁護士とも相談をいたしまして、アケボノ企画の境界

を侵さないように、舗装工事をすることは可能であるとの判断をいたしまして、

平成２９年度の当初予算で舗装工事予算を計上しておるところでございます。  

       舗装の時期につきましては、平成２９年の８月３１日までの工期で上水道の布

設工事を行っておりまして、埋め戻してからすぐに舗装をするのは地盤が沈下

するおそれもありますので、少し時間をいただきまして、平成２９年１１月ご

ろの入札を実施し、水道の舗装本復旧工事をあわせて、年度内に完成させる予

定でございます。  

河嶋重一郎議員 それでは、今、お話を聞きましたところ、もうすぐというようなことですので、

２級町道にふさわしい舗装を、一日でも早くしていただくようにお願いしてお

きたいと思います。  

       次に、２番目の庁舎正面玄関横の喫煙コーナー撤去についてでございます。  

       近ごろ、受動喫煙が新聞報道等で流れておりますが、当福崎町においても、町

民の方から次のような文面をいただいております。読ませていただきます。  

       昨今、受動喫煙が問題にもなっております。自分はたばこは吸わないのに、他

人が吸ったたばこの煙が原因で病気になることです。受動喫煙が原因で脳卒中、

肺がん等で年間約１万５，０００人が死亡しています。たばこを吸う、吸わな

いは個人の自由ですが、基本的な考えとして、たばこを吸う人は最低限たばこ

を吸わない人に迷惑をかけないことが大切です。ＷＨＯ、世界保健機関の調べ

では、受動喫煙に関しては、日本は世界最低レベルになっています。福崎町正

面玄関横の喫煙コーナーは、風向きによっては玄関を出入りするときにたばこ

の煙が入ってきて、嫌な思いをした方がたくさんいます。受動喫煙がこれほど

問題になっているのに、正面玄関横に喫煙コーナーを設置しているのには驚く

ばかりです。また、他町より来客があれば、福崎町の見識が問われかねます。

至急撤去していただくよう、お願いする次第です。  

       このような文面が私のところの届いております。これは参考ですが、室内で夫

がたばこを２０本吸うと、非喫煙者の妻の肺がん率は何と通常の２倍とも言わ

れています。女性の肺がんでは、はっきりしている最大の原因は喫煙で、全体

の２４％を占め、受動喫煙が約１３％だそうです。健康増進法の第５章の２に

受動喫煙の防止として、学校・官公庁・施設等、多数の者が利用する施設を管
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理する者は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるとあり

ます。そのような中で、正面玄関横の喫煙コーナーを撤去または移動していた

だくようお願いいたします。  

総 務 課 長 役場庁舎における喫煙スペース、これにつきましては、今まで長い時間をか

けて現在の位置に配置をしているところでございます。当初はご存じかと思い

ますが、住民生活課前にたばこの自動販売機がございました。これを廃止しま

して、合わせまして館内に喫煙スペースをつくるなどをいたしました。食堂の

隅の部屋は喫煙スペースの名残でございます。その後、先ほど議員さんが述べ

られた受動喫煙が問題になりまして、庁舎内の館内は全面禁煙を行っていると

ころでございます。当時は吸う人からはいろいろと苦情もございました。しか

しながら、社会の流れで喫煙者も減少し、少しずつ役場の対応にもご了承いた

だけるようになってまいりました。  

       その後もさまざまな経過を経て、職員は食堂裏を、来庁者は正面玄関の横を喫

煙場所といたしました。今年に入りまして、来庁者用の喫煙場所についてです

が、玄関の横でいすに座ってたばこを長時間吸うのは見苦しいというような苦

情もございました。６月７日に、喫煙場所をより北側に移動し、植栽で囲み、

灰皿も一つだけとし、いすもその分はとりまして、立ってこう喫煙をしていた

だくようにしております。現状では、煙が玄関まで届くことはないというふう

には思っております。  

河嶋重一郎議員 早速そういう形をとっていただいておりますことを、今後とも一つ、もう一段

の努力をお願いしておきます。  

       次に、受動喫煙対策を強化する健康増進法の改正が取りざたされておりますが、

町長は受動喫煙をどう思われますか。町長の思いをお聞かせください。  

町    長  当然、質問議員の言われておるとおり、発がん等々のこういったような形の中

におけます分野は、受動喫煙も取りざたされているところであります。低学年

等を含めて、中学生あたりからたばこを吸うといったような現象も見受けられ

ておりまして、これら等、健康に対する取り組み、医師会においてもこれら等

については非常に健康被害が大きいということがあり、これら等についての分

野について、対応等が求められているところでございます。  

河嶋重一郎議員 ありがとうございました。また、数段の努力をお願いしておきます。  

       それでは次に、学童保育の取り組みについてであります。  

       学童保育は、保育者は昼間家庭にいない子どもに、適切な遊び及び生活の場を

与えて、その健全な育成を図る事業と、児童福祉法に定められています。学童

保育は、おじいさん、おばあさんのおられないお父さん、お母さんも働いてお

られる家庭では、大変ありがたい取り組みです。福崎町においても、午後７時

まで預かってもらえるなど、前向きな取り組みをされていることはよく承知し

ております。  

       そのような中ですが、何点かさらなる取り組みをしていただきたいと思います。

私はこの８月に学童保育の現場を２度にわたり見学させていただきました。そ

の中で、これは改善すべきだと思ったこと、また、父兄の方からの要望なども

質問させていただきます。  

       まず１点目ですが、学童費支払いについてです。現在は銀行・農協・役場窓口

となっており、銀行・農協は平日の午後３時まで、役場の窓口は平日の午後２

時までとなっております。できれば、この振り込みをコンビニ、また役場の支

払い等について、時間の延長なり、特にコンビニでの振り込みについて検討を

していただきたいと思います。  
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会 計 管 理 者  それでは、学童保育園の保育料支払いについての質問にお答えします。  

       現在は１カ月の利用日数により、毎月の保育料が異なるため、利用した月の翌

月の中旬ごろに納入通知書が作成されて、そして、それにより保護者の方に自

主納付をしていただいているのが現状でございます。  

       議員もおっしゃいましたように、銀行や農協はもちろん、金融機関は午後３時

まで、また、役場の窓口の、指定金融機関の窓口は午後２時までとなっており

ます。確かに保護者の方が慌てて２時以降に納付書で納めに来られるというの

も事実でございます。そういったときは出納室の窓口で、教育委員会ででした

ら、例え３時以降でも納めていただけますよということでご案内をしておりま

す。議員もおっしゃったように、保護者の方にとっては、コンビニ納付は大変

便利なことだとは思いますけれども、今現在福崎町ではコンビニ納付は行って

おりません。今後、費用対効果なども見ながら、検討していくべき課題だとい

うことは認識しております。  

       以上です。  

河嶋重一郎議員 前向きに取り組んでいただけるように検討していただきたいと思います。  

       次に、夏休み中の給食のことですが、給食センターが稼働している日は、給食

の配達をできないものですか。給食を一緒に食べることによって、楽しい時間

が過ごせる、楽しい時間の過ごしだと思うんですが、これもどうでしょう。  

学校教育課長  給食数につきましては、３日前までに決定をする必要があるということがござ

います。毎日利用者数が増減する学童保育園では３日後の食数をあらかじめ算

定し、毎日給食センターへ報告しなければなりません。そのため、当日に欠席

になった児童についても給食費が発生してしまい、食べていなくても保護者に

給食費のご負担をお願いするというようなことが生じてまいります。  

       また、衛生面におきましても、学校や認定こども園のように給食配送を想定し

た建物となっておらず、保管する場所もございませんので、給食センターから

配缶後の食缶の管理、異物混入などの心配もございます。これらのことから、

学童保育園の給食の配達につきましては、現時点では実施が困難と考えている

ところでございます。  

河嶋重一郎議員 今お聞きしますと大変なことだと思いますが、もう一遍考えていただいて、取

り組みができれば、一つその方向でお願いしておきたいと思います。  

       それでは次に、夏休み中のプールの参加の件ですが、このことは各自治会によ

って異なるようですが、自治会によっては、迎えに来て、連れていかれる自治

会もあるそうですが、それはできない自治会、送り迎えが必要なためですが、

できれば東部学童ですと、田原小学校のプールへ行くのとか、また何かの方法

はないものですか。子どもは夏はプールで遊ばせるのが一番だと思います。健

康の面からでも、外で遊ばすことを考えればよいことだと思いますので、ぜひ

考えてやっていただきたいと思うのですが、どうですか。  

学校教育課長  学童保育園を利用している児童でも、保護者が一時外出届を提出することによ

り、地区水泳への参加を可能としております。今おっしゃいますように、地区

の都合で参加できない児童を、例えば学童保育園の指導員がプールへ引率する

というようなやり方が考えられますけども、学童保育園に残る児童とプールに

いく児童の２グループに分かれて指導員が対応していくというようなことは指

導員の負担が大きく、現在のところは困難であります。  

       なお、夏休み、またそれ以外でも、プール以外の学習塾でありますとか、ピア

ノなどの習い事につきましても、学童保育園から途中の時間で外へ児童が移動

するということにつきましては、保護者の送迎をお願いして、運営をさせてい
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ただいておるところでございます。  

       以上です。  

河嶋重一郎議員 このことももう一度取り組みを考えていただいて、できることがあればやって

いただきたいと、こういうふうに思います。  

       それでは次に、４番目ですが、私は８月に２度学童保育園に見学に行ったわけ

ですけども、そのとき、東部学園のことですが、昼寝をしている時間帯にちょ

うど出くわしました。その寝姿を見てびっくりしました。ちょっとこう開けて

のぞきますと、足の踏み場もない、そのような状態でもう本当にこう一歩も前

へ動けないというようなことを見受けました。特に夏休み中、学童数が多いと

は聞いておりましたが、びっくりです。あれでは何かことが起きると大変なこ

とになりかねません。夏休みは多い日で９５人、夏休み以外の月では６０人か

ら７０人とお聞きしております。学童１人当たりの居場所の面積というのは、

どのように決められておるか、そこらもし決められておるようでしたら、お伺

いします。  

学校教育課長  学童保育園の児童１人当たりの面積につきましては、放課後児童健全育成事業、

これがいわゆる学童保育ですが、その事業の設備及び運営に関する基準という

ものが国により定められておりまして、おおむね１．６５平方メートル以上と

定められております。  

河嶋重一郎議員 それであればこの学童、福崎町の学童保育の学童の数いうんですか、その部屋

の数は当てはまっているんですかね、お聞きします。  

学校教育課長  東部学童保育園でございますと、面積から先ほどの数字で割りますと、８６人

程度の受け入れが可能ということになってございます。福崎町では、学童保育

園に関しましては、入園希望のある方は全て受け入れるという姿勢で進めさせ

ていただいており、特に夏休み中は保護者のニーズに対応するため、弾力的に

運営し、多く受け入れをさせていただいているところです。  

       東部学童保育園の現状といたしましては、昼寝をしている児童は大体利用児童

の約半数で、それ以外の児童は読書をしたりして過ごしております。このよう

に、おおむね基準を満たしているところではございますが、引き続き現場とも

相談しながら、また、方法といたしまして、今後利用人数が多い日には、東に

隣接する県民交流広場の利用なども含めて考えていきたいと思っておるところ

でございます。  

河嶋重一郎議員 わかりました。できるだけ今後も考えていただいて、足の踏み場もないような

ことのできるだけないように、一つよろしくお願いしておきます。  

       次に、指導員の人数のことですが、たまたま私が行っておったその夏休みでし

たので、２名程度でしたが、アルバイトの方だと思うんですけども、その方と

一緒に先生やっておられました。指導員の人数ですが、低学年がかなり多いよ

うに聞いております。８月中ですと、１年生３０人、２年生１５人、３年生１

０人、４年生以上が１５人と、特に低学年の方が多いように見受けました。低

学年の児童に目を向けると、高学年の児童に目を向けられない、このようなこ

とがしばしばあるようなので、もう１人程度は指導員を増やしてはどうかと思

うのですが、できればどの学童にも目を向けてやってほしいのですが、どうで

すか。今はまあ普通の月は３人程度だと聞いておりますが、この人数について

はどうですか。  

学校教育課長  夏休み中につきましては、ふだんより利用の児童が増加しております。東部で

あれば４名が配置されておったかと思います。西部の学童では、障害児対応と

いう部分もございまして、支援員、介助員で６名の配置という形で夏休みを基
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本的に配置いたしました。放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準では、児童おおむね４０人に支援員２名以上を置くことが定められておりま

す。夏休み以外の普通の月では、先ほど言われましたように東部学童保育園で

は３名、西部学童保育園では５名としております。国の補助金をいただいてお

るわけですが、これにつきましては、国の基準をベースに算定をされておりま

すので、基本的にはそれに沿った人員配置とさせていただいておりますが、参

加児童の状況から、今年度であれば、西部について、来られる児童の状況によ

って、月により増やしたりしているという運営をさせていただいております。  

河嶋重一郎議員 できれば全員の、低学年から高学年まで、目の行き届けるような、事故のな

いようにしていただけたらと思います。  

       次に、今後の学童保育の取り組みについて、教育長にお尋ねします。  

教 育 長  私も現状をよく認識し、指導員の先生方の活躍には、ご苦労には感謝をしてお

ります。数年先の状況も、想像しながら、町長、副町長、企画財政課長等とよ

く相談をしてまいりたいと、こういうふうに思っております。教育長としては、

教育のことを中心に考えなければなりません。一方では、三役でもございます。

町民全体の幸せを基盤に町長の推進される町全体の行政や財政をしっかり考え

なければならないのは私のもう一つの役割でもあろうと、こういうふうに思っ

ております。  

河嶋重一郎議員 ありがとうございました。  

       以上で、通告しておりました私の一般質問を終わります。  

議    長  以上で、河嶋議員の一般質問を終わります。  

       次、４番目の質問者は、柴田議員であります。  

       質問の項目は  

       １、市川河川敷について  

       ２、側溝について  

       ３、町道について  

       以上、柴田議員。  

柴田幹夫議員  議席番号２番、柴田幹夫でございます。通告書に沿って、議長の了承を得て、

質問させていただきます。初めてなので緊張しております。どうぞよろしくお

願いします。  

       私は毎日市川の河川敷を健康のためと思いウオーキングをするのを楽しみで日

課となっております。ずっと以前から気になっていることがあります。まず、

新町区内の市川右岸の状況を写真で見てください。  

       これは前年度から整備していただきました天満宮の東側の状況でございます。

そして、これが、これから質問させていただく北側の場所でございます。どう

ぞよろしくお願いします。  

       神崎橋南の河川敷には戦中戦後に建てられたと思われる家屋が現在も放置され

たままになっております。戦後７０年過ぎて、そのまま残っている新町右岸の

ような河川敷はほかにないと思います。福崎町の真ん中に位置する大事な場所

でもあります。誰もが安心して、楽しく歩けるリバーサイドに早期の整備が必

要です。特に、区民の願いであります。そこで、お尋ねします。これまでの取

り組みはどうなっていますか。  

まちづくり課長 神崎橋南の市川右岸河川敷の件でございますが、これは長年の懸案でござい

ましたが、平成２８年度に大きく進展がございました。平成２９年２月でござ

いますけれども、天満神社東側の区域で解体撤去の合意が得られました５名の

所有者の建物につきまして、これは小さなものを含めまして１１棟ございまし
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たが、県が解体を行いまして、町が廃棄処分、そして地元の方が解体後の環境

美化作業を行っていただきました。また県が一部に芝桜を植えまして、撤去後

の管理を地元に行っていただいている状況でございます。  

柴田幹夫議員  昨年、撤去された北側にも、この今も写真で見ていただいた北側にも建物があ

りますが、何戸あるか確認されていますか。  

まちづくり課長 現在把握しておりますのは１１棟でございます。  

柴田幹夫議員  その建物の所有者は誰かわかっていますか。  

まちづくり課長 兵庫県が町と協力いたしまして、町のほうも協力をいたしまして、聞き取りな

どを行った結果でございますが、６名の所有者の方が、この１１棟を所有され

ておりまして、その６名とも住所・氏名は確認できております。お名前は申し

上げられませんが、その１棟には住んでおられる方がいらっしゃる状況でござ

います。  

柴田幹夫議員  それでは、所有者との交渉は進んでいるんでしょうか。  

まちづくり課長 町のほうも去年に引き続きまして県のほうに同行いたしまして、６名の方に所

有権放棄の同意をお願いしておるところでございます。８月末現在で申し上げ

ますと、そのうちの１名の方から一番北にある３棟の所有者でございますけれ

ども、所有権放棄の同意をいただいたところでございまして、残る５名の方に

つきましても、粘り強く交渉を続けているところでございます。  

柴田幹夫議員  １名の方と話がついているとのことであれば、そこから解体工事を進めること

はできないでしょうか。区民の皆さんも整備が進んでいることがアピールでき

て、また、その他の５名の方にも協力を促す効果があると思いますが、いかが

ですか。  

まちづくり課長 議員ご指摘のとおり、県のほうでも一部でも同意が得られた家屋から昨年同様

に地元と町の協力を得ながら解体を進める方針でございます。その際には、ま

た地元のご協力もよろしくお願いいたします。  

柴田幹夫議員  それではよろしくお願いいたします。  

       続きまして、次の質問をさせていただきます。  

       私もよくボンマルシェやうかいやの書店へ買い物に行くんですが、町道中島井

ノ口線の歩道の側溝の件で質問します。この場所の写真もありますので、ごら

んください。  

       このように溝ぶたがない箇所があります。深さが約９０センチあるわけです。

小さな子ども連れや自転車も多く通っており、危険です。なぜ、このここだけ

がふたかけがされていないのですか。  

まちづくり課長 ボンマルシェやうかいや書店が開発されたときに、駐車場の進入路でありま

すとか、あと店舗への動線で必要な箇所については開発者によりましてグレー

チングなどのふたかけがされております。ご指摘の箇所につきましては、開発

の区域外でございます。  

柴田幹夫議員  水路が深く、危険を感じるので、早急な対処をしてほしいと、住民の声も聞い

ております。対応は可能ですか。  

まちづくり課長 この箇所は道路側溝でございますので、歩行者や自転車の安全確保のために転

落防止柵等の検討をしたいと考えております。  

柴田幹夫議員  最後の質問は、町道についてです。  

       町道には、１級から４級まであると聞いていますが、何を基準に等級が決まっ

ているのでしょうか。お聞きします。  

まちづくり課長 町道の格付でございますけれども、これは福崎町道路の管理等に関する条例で、

それぞれの選定の基準を設定しております。  
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柴田幹夫議員  それでは、具体的に新町の例でお聞きします。新町天満神社のところから西へ

国道３１２号線へつながる３級道路の町道３７７号線があります。この３級町

道と２級道路の違いは何ですか、お聞きします。  

まちづくり課長 ２級町道につきましては、条例の４条の２、１号から５号におきまして、国道、

県道または１級町道と連絡する道路、それと、集落相互間を連絡する道路、主

要公共公益施設、主要観光地と密接な関係を有する連絡道路、開発許可を受け

た１０区画以上の区画内道路、そして集落の幹線道路と規定をしております。  

       また、３級町道につきましては、集落内と集落外を結ぶ道路のうち、生活道路

として特に利用頻度の高い道路等としております。  

       今、ご質問の３７７号線でございますが、西側の国道との交差点付近につきま

しては、土地の寄附によりまして、また、東側の天満神社の交差点あたりにつ

きましては、現在ハイツの建設が行われておりますが、その道路のセットバッ

クによりまして４メートル以上に拡幅されております。しかしながら、その間

の８０メートルにつきましては、幅員が２．４メートル程度しかないというこ

とで、集落の生活道路として３級の格付をしておるものでございます。  

柴田幹夫議員  それでは、３級町道の３７７号線を２級道路に昇格するのはどうすればよいの

ですか、お聞きします。  

まちづくり課長 町であらかじめ、２級に認定をいたしまして、道路を拡幅するということは財

政的にも困難でございます。国道、県道または１級町道と連絡する道路として

車がすれ違える６メートル程度の幅員に開発等で整備がされれば、２級町道と

することが可能であるとは考えております。  

柴田幹夫議員  ３級町道で自治会から拡幅を要望した場合、地元の負担割合はどのようになり

ますか。  

まちづくり課長 地元負担の割合でございますが、福崎町道路の管理等に関する条例の別表で規

定をしておりまして、３級町道の場合ですと、工事費の２０％、用地費の５

０％が地元負担となりまして、毎年年末に翌年度の予算要望を区長様から出し

ていただきまして、予算を配分することになりますが、ただし、予算要望いた

だいたとしましても、優先順位でありますとか、また財政的な理由で次年度以

降に採択されるということがございます。  

柴田幹夫議員  ３級道路に面した地権者が土地の提供を申し出をした場合、どうなりますか。  

まちづくり課長 将来、道路の拡幅計画がある場合、また、その寄附をしていただいた方にのみ

受益が及ぶのではなくて、車の待避所や通り抜けの道路としまして、将来可能

な、利用可能な場合につきましては、町のほうで寄附を受けております。  

柴田幹夫議員  この新町区の町道３７７号線の拡幅ができれば、側近の土地の開発が進み、定

住人口につながり、福崎町一番の望んでいる人口増加になると確信します。優

先度を上げていただき、早期の着工を求めておきます。これで私の質問を終わ

ります。  

議    長  以上で、柴田議員の一般質問を終わります。  

       次、５番目の質問者は、三輪議員であります。  

       質問の項目は  

       １、職員の人材育成について  

       ２、職員の採用について  

       ３、空き家対策について  

       以上、三輪議員。  

三輪一朝議員  議席番号３番、三輪でございます。通告に基づきまして、一般質問をさせてい

ただきます。  
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       まず最初に職員の人材育成についてでございます。既に町も取り組んでいらっ

しゃることでございますが、質問をさせていただきます。  

       団体あるいは組織によって呼称は異なるようですが、例えば地方自治体では職

員、民間企業の場合ですと従業員ということで、ともに働く方、労働者が職務

を遂行することで成り立つ事業体であろうと思うのです。  

       近年、低成長の時代でありますとか、いろいろな技術の進展もございましたり、

こういった労働者の方々に求められる職務の成果の高さというものがその一つ

の見方になっておりまして、求められる職務効率やその質の高さ、あるいはい

ろいろな業務に対するアイデアを生み出す、またはつくり出すことなど、非常

に広範囲に及んでございます。そして、労働者の能力あるいは資質向上を待つ

時代から、人材育成を積極的に推進する時代になっていると考えてございます。  

       福崎町、地方自治体では、国の申します給与関係経費の総額抑制という問題も

あるようですが、そういったことなどから、非正規職員の比率の上昇が進展す

る中で、正規あるいは非正規、身分を問わず求められます業務遂行能力が以前

にも増して高くなっている状況で、民間企業以上に事業としての永続性を求め

られます地方自治体におきまして、職員の人材育成は時間、またコストもかか

ることになりますが、住民へのサービス向上に直結するなど、ますます重要な

位置を占めるに至っていると考えております。  

       このような状況におきまして、本町職員の人材育成についての質問をさせてい

ただきます。  

       まず、最初の質問でございます。本町の人材育成への考え方、とらえ方につい

て、お尋ねをいたします。  

副 町 長 行政を進めるのは人だと思っております。そして、人材育成のための重要な

柱の一つが職員研修であると考えているところです。地方公務員法の第３９条

第３項で、地方公共団体は、研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき

事項、その他研修に関する基本的な方針を定めるとありまして、それに基づき、

福崎町では、人材育成に関する基本方針を定めております。その基本方針の中

で、求められる職員像として、一つ、豊かな人間性を有する職員、一つ、町民

に信頼される職員、一つ、高い見識、能力の備わった職員、一つ、変化への対

応と積極的に行動する職員が求められておりまして、新しい時代に向けた人材

の育成に向けて、自己啓発、職員研修、人事管理を三つの柱として取り組むこ

ととしております。  

三輪一朝議員  私も人材育成に関する方針を拝見させていただいて、これも平成１４年の制定

だとお聞きしておりまして、先見性があるなということで読ませていただいて

ございます。そして、この人材育成に関する方針に基づいてということになろ

うかと思うんですが、人材育成に関する投下費用と教育訓練時間について、過

去と現在への推移についてお尋ねをいたします。また、正規職員１人当たりの

年間教育訓練時間の推移についても、わかる範囲でお尋ねをいたします。  

総 務 課 長  平成２４年度から平成２８年度、５年間の推移でございます。１人当たりの研

修費ですが、２４年度が１万２３５円、２５年度で１万１，４７１円、２６年

度１万１，９１５円、２７年度１万１，３４７円、２８年度１万２，８２７円

となっています。同様に１人当たりの受講日数は２４年度４．０２日、２５年

度４．３９日、２６年度３．９３日、２７年度４．６９日、２８年度３．４２

日となっております。  

三輪一朝議員  投下経費につきましても一定の延びを見せておりまして、人材育成に関する方

針へのその反映がなされておるように感じます。非常に望ましい状況だと思い
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ます。  

       そうしますと、今度、年間教育訓練の中身について、少しお尋ねをしていきた

いと存じます。  

       教育ということですと、一般的に使われる言葉だと思っておるんですが、ＯＪ

Ｔ、組織内訓練という言い方がいいのかもわかりません。そして、それに対し

ましてＯＦＦ－ＪＴですね、外部研修という言葉を使うことが多いかと思いま

すが、本町におきまして、このＯＪＴとＯＦＦ－ＪＴの教育の仕方といいます

か、この点についてどういったふうにしておられるのか、時間をかけて経験を

積ませて教育していくということについてなかなか容易ではないんですが、こ

の比率について、お尋ねをいたします。また、その比率の出る理由につきまし

ても、お尋ねをいたします。  

総 務 課 長  一般にＯＪＴが職場研修で、ＯＦＦ－ＪＴが職場外研修というふうにはならな

いとは思います。しかしながら本町の研修の実施方針がそういう分け方をして

おりませんので、職場研修と職場外研修の内訳で言いますと、平成２８年度実

績で延べ３６８人が研修を受講し、そのうち２５４人、率にして６９％が職場

内研修となっています。日数で換算しますと、６１９日のうち３２６日、５２．

６％となっております。ただ、職場内研修でも、外部から講師、先生を招く場

合がございますので、それがＯＪＴではないと言われると、率はもう少し減っ

てくるかと思います。  

       なぜ、そのようになっているかですが、ＯＪＴとＯＦＦ－ＪＴの区別は先ほど

言いましたように特にしておりませんが、本町の基本方針の職場研修の中には、

定期的な課内研修や打合会を実施するというのがございます。これはＯＪＴに

当たるものかと思います。総務課はこういうその方針は決まっておりますが、

この課内研修なり打合会につきましては、各課が対応しているというところか

ら、総務課ではこういった時間とか内容までは把握をいたしておりません。そ

ういうのを把握すると、もう少しＯＪＴというものが増えてくるかというふう

に思っております。  

三輪一朝議員  今その中身についても若干お聞きをして、外部講師も用いられてるということ

で、内部だけでやっていないというところ、内部といいますか、講師が内部だ

けではないという観点で非常にプラスになろうかと思っております。  

       そうしますと今度、ＯＪＴといいますか、言葉を使うとちょっとまずいのかも

しれませんが、役場内部での方々が講師となる場合とか、その課で講師を、講

師といいますか、仕事を通じていろいろ教えたりするのも教育の一つであろう

と思うのですが、特に今、言われておりますのは、ＯＪＴという言葉は、今ち

ょっと使いにくいのですが、その役場内部での職員が教えるということですと、

その懸念といたしまして、指導者の時間的な確保が難しいということでありま

すとか、また、指導者の能力的に少し問題があったりというふうなことも聞き

及んでおります。それが当町にそのまま当てはまるとは思ってはいないのです

が、本町ではその内部職員による職員への教育なり人材育成がきちんと機能し

ているかという評価、その辺についてはどのようなとらえ方をしていらっしゃ

いますでしょうか。  

総 務 課 長  先ほど副町長が言いましたように、人材は職場における仕事を通じて育つもの

というふうには認識をいたしております。例えば、新任職員には、必ず係長が

います。またその上司に課長補佐なり、課長がおり、研修という形では実施を

してはいないとしましても、業務を進める中では係長や課長からその課員が指

導を受けるということで、実践的な教育ができているものというふうには認識
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をいたしております。  

三輪一朝議員  一定の満足感というものが総務課長のほうから答弁ということで頂戴したと思

っております。  

       そうしますと、その今までお聞きした中身での教育ということなんですが、計

画的な育成でありますとか、その教育体系ということになるんですが、その人

材育成に関する方針といいますのは、大まかなアウトラインを記したものであ

るように読ませていただくと感じるわけなんですが、この中身は組織として全

般的なとらえ方、動き方は書いてあるというふうに感じとってございます。  

       それと、一方ではこの福崎町という組織に長らくお勤めになっていらっしゃる

方等におきましては、町全体という一つの組織、また、各課のという組織、そ

れぞれの組織の強み弱みというものもそれぞれ把握されているのではないかと

思うのです。また、その課におきましては、今、そちらにいらっしゃる皆様方

は少なくとも課長以上の方でございますので、多くの部下をお抱えになられて、

職員個人個人の強み弱みも把握されていると思うのですが、そういった個人の

ニーズなりも把握しつつ、その研修の計画といいますか、そういったものもつ

くっていって、組織個人の強みは当然伸ばしていこう、弱みは当然弱くしてい

るというところから、だんだん脱却していこうというふうなところに組織、個

人のその強いところ、弱いところ、目に見える化といいますか、そういったふ

うにしてやっていくという、そういった団体もちょこちょこあるようなんです

が、本町におきましてのそういった強み弱みを把握した中でのそういった体系

っていうのは、お考えとしてはどうでしょうか、また今つくっていらっしゃる

のか、あるのか、その辺もちょっとお尋ねをしたいと思います。  

総 務 課 長  体系ですが、人材育成基本方針とあわせまして、人材育成を進める上での体系

というのは定めております。ただ、今、議員が言われたように、自己啓発、職

員研修、人事管理の３本立てという体系で、ちょっと研修に特化したような体

系ではございません。  

三輪一朝議員  個人ごとの強み弱みまで目に見えるようになりますと、例えばその上司でいら

っしゃる課長の皆様含めて、この部下といいますか、職員をどう育てていくと

いうか、そういったことにも結びついていくかと思いますので、それが町民へ

の福祉の向上につながると私は思いますので、そのことにつきましても、まず

検討の値打ちが一つはあるのかなというふうな認識でございます。  

       そうしましたら、次の質問に移らせていただきます。  

       今、たくさんの研修なりをしていらっしゃるというふうな回答を頂戴したんで

すが、本町には人事記録に関する規則というものがあるようでして、こちらで

は研修に関する記録の作成が指定されているようです。この記録を作成してい

らっしゃいましたら、記録にはどのような記載項目があって、また研修に関す

る記録は何に用いられているのか、その辺につきましてお尋ねをいたします。  

総 務 課 長  この人事記録につきましては、研修に関する記録としまして、職員が受講した

研修名と研修期間を記入する欄がございます。この職位別研修などについて、

既に実施しているかどうかなどを確認するための記録としております。  

三輪一朝議員  一定の管理はなされておって、この方はこの研修行ってないよとか、この教育

は必要だよというところがある程度わかるようになっているのだと理解しまし

た。 

       あと、本町には別の規定もございまして、職員の研修に関する規定ということ

で、研修効果の測定がこちらでは要求されているようなんですが、この研修な

り試験の記録につきまして、記載項目とか利用方法とか、わかる範囲でご回答
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をお願いいたします。  

総 務 課 長  現在研修効果を測定する、そういった試験というものは実施いたしておりませ

ん。その試験のかわりに研修の復命書を職員に求めております。この復命書に

は感想のほか、研修で学んだことを業務に生かす点、そういったことを記入す

る項目がございます。それに附して、担当課長が意見を書くというような復命

書がございます。そういう形で試験のかわりに実施いたしておるところでござ

います。  

三輪一朝議員  先ほどお聞きしましたその復命書でございますが、同じ課の職員の方々に回覧

するなどをして情報の共有化というところについてはいかがでしょうか。  

総 務 課 長  一応、研修につきましては、課長から関係総務課なり副町長でなり閲覧するん

ですが、それを担当者には返すんですが、共有といったところまでは今のとこ

ろ実施しておりませんが、当然今言われましたように、それが他の課にも有効

のようであれば、当然、各課へ、課内で閲覧をしていただくというのも有益な

手段だというふうには思います。  

三輪一朝議員  せっかくの研修ですので、情報の共有化を図られますと、いろいろな副次的な

効果も期待されると思います。よろしくお願いしたいと思います。  

       質問のほうの１０番目に当たるわけなんですが、管理職の育成という点でお尋

ねをさせていただきたく思います。  

       多くの重なる事務の遂行、組織、あるいは課員のマネジメント、非常に多くの

業務に、普通ですとプレイングマネジャーという業務も務めてらっしゃる場合

が大半だと思うのですが、こういった高度で多くの業務を務められていらっし

ゃる課長の育成というのはなかなか容易ではないと考えております。どの時代

でありましても、企業でございましても、高度、広範囲な業務ですと、バラン

ス指向などを兼ね備えた、こういった職員がなかなか育ちにくいというふうな

こともお聞きします。部下である職員の信頼を受けるということも必要になろ

うと思います。  

       こういった有能な課長の育成をすることが、本町の人材育成におきます重要な

課題と考えます。本町におきます管理職の育成ということで、どのような状況

なのかお尋ねいたします。  

副 町 長 管理職に対しましても、町内外の研修を受講させております。ほかにも業績

評価の目標設定時には、管理職それぞれが町長と面談し、その協議の中で課全

体で取り組む事業などを決定しております。加えて、町長からも適宜特命事項

などが示され、それによって業務に当たっております。そういったことに対し

まして、どのように対応していくかが管理職の力量であり、育成につながって

いると考えております。  

       また、期末には、１年間の業務の成果についても管理職から町長への報告があ

り、最終の業績評価等は町長が行っております。そして、その反省の上に立っ

て、次年度以降の事業展開につなげているといった状況でございます。  

議    長  一般質問の途中でございますけれども、暫時休憩いたします。再開は１３時と

いたします。よろしくお願いいたします。  

◇ 

休憩 午後０時００分  

再開 午後１時００分  

◇ 

議    長  それでは、再開したいと思います。  

三輪一朝議員  午前中に引き続きまして、一般質問をさせていただきます。  
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       職員の教育とか能力に関する部分の最後の質問になりますが、職員の持つ技術

あるいは能力の関係と、それと外部委託についての質問であります。  

       投資的事業などもあるんですが、投資的予算が代表的な例だと思いますが、こ

れまで抑制をしてきつつあって、その間に民間の工事業者等では、工事技術等

の進展などもあって、今、民間と自治体の持つ技術とアイデア力の差が拡大し

ているというふうなことが言われているようです。そして、何でもかんでも町

の職員でできるわけでもなく、アウトソースするところはアウトソースをして

いらっしゃるはずではあると思います。そしてそのアウトソース、本来せずに

内部でしたいんだけど、内部で業務ができずに外部委託をしてしまってるとい

うふうな部分がもしあれば、そういったところについてお尋ねしたいと思いま

す。 

総 務 課 長  外部委託ということなんですが、この部分につきましては、平成１７年３月に

地方公共団体における行政改革のための新たな指針としまして、総務省から通

達がございました。そこでは、行政改革に積極的に取り組み、事務事業の民間

委託、アウトソーシング、また指定管理制度の活用などが示されまして、これ

によりまして、全ての市町村が民間委託や指定管理制度の導入によりまして、

職員の削減とともに行政改革を進めてきたところでございます。  

       外部委託ですが、福崎町におきましては、職員削減をするというような中で、

技術職員につきましても、現在少なからずおるんですが、全てを直営するとい

うことにはやはり時間、事務量、また、業務量なり人数、限られた人数でござ

いますので、なかなか全てを直営で実施するというのは難しいところでござい

ます。  

       また、橋梁などの事業は精通する職員などもおりませんので、これはもう外部

委託せざるを得ないというふうなところもございます。  

三輪一朝議員  内部で業務をするべきもの、外部委託するもの、きちんと仕分けをされている

というところで、事務をきちんと遂行していらっしゃるということで理解をさ

せていただきました。  

       最後にちょっと申し述べておきたいんですが、教育をしていきますと、私の経

験上なんですが、仕事が楽しくなりました。モチベーションが上がります。そ

して、当然仕事に前向きに取り組むようになったり、それになるまで研修なり

を受けてから３年から５年ぐらいかかったような覚えがあるんですが、それが

やっぱり町の職員の方にも当てはまるとすると、行政サービスの向上に大きく

寄与するであろうし、やっぱり福崎町は違うなということでも言われることに

なってくるかと思いますので、確実な投資先の一つということを感じてござい

ます。職員の研修につきまして、格段の配慮をしていただければ、非常に望ま

しい方向になるのではないかと思っております。  

       それでは、次の質問に移らせていただきます。職員の採用についてでございま

す。 

       最近は全国的な有効求人倍率も非常に高くなりつつございます。しかしながら

もとより公務員、特に地方公務員といいますのは、福崎町のような地元、本町

で生まれたり、あるいは近隣で生まれたりして、公務員となりたいという方が

非常に多いというところで、売り手市場の選考ではなくて、買い手市場の選考

というものが公務員という部分の採用につきましては、ずっと続いてきている

のではないかと思います。ですので、その関係で、少し問題がある部分もある

のではないかと思っております。といいますのはその採用試験には、限界があ

ると思うのです。採用試験だけで全てが、その人物がわかるはずもないと思っ
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ております。そういった経験をお持ちの方々も非常に多いのかな、部下として

入ってきた新入職員が、思ったほどということもあるのかもわかりません。  

       それでその採用試験の限界ということで、なかなか問題として捉えられてない

場合もあるのかもわかりませんし、また問題として捉えてらっしゃるのかとい

うところ、そういった状況の中、職員の採用試験の関係について、質問させて

いただきます。  

       まず、最初の質問でございます。先ほども申し上げました試験方法の限界につ

いてでございます。いろんな試験の方法があろうかとは思うんですが、自前で

つくってらっしゃるところ、あるいは民間のそういった試験を販売しているも

のを使ってらっしゃるところ、基礎学力ですとか、性格ですとか、職務能力の

判定、あるいはストレスの強さ、ストレス判定などと言いますけど、それプラ

ス複数回の面接もあわせて採用していらっしゃることもあろうかと思います。  

       しかしながら、応募してこられる受験者につきましては、こういった中身が記

された対策本というものが多数市販をされてございます。周到な準備をしてい

るということはもう当たり前の事実になっておると思ってございます。ですの

で、なかなか応募者本来の多くを見ようとするんですが、なかなか全部見切れ

ないというのが本音ではないのかと思います。  

       ですので、私の私見なのかもしれませんが、この選考試験自体が万能ではなく

て、試験そのものに限界があるということについての認識は、いかが捉えてら

っしゃいますでしょうか。  

総 務 課 長  福崎町の一般職員の採用試験ですが、これは現在、一般教養、作文、それから

口述試験、面接です。それから、適性試験などを行いまして、成績の上位者か

ら採用しているというような状況です。議員が言われるように、こういった限

られた試験では、本人の教養などの能力はある程度わかるとしましても、社会

の適用性とか、やる気などの分野まで、この試験で判定するにはやはり限界が

あるというふうには思っております。  

三輪一朝議員  総務課長も私と同じ見解で非常に安心をしたところですが、そうしますと、限

界があるということのご認識をお持ちというところなんですが、本町はその採

用試験方法を過去から改良とか、そういったことでよりいいものという、試験

方法にという、そういったことについて実施はされてきましたでしょうか。も

し、されてきた場合、その効果とか、その時期とか、どんなふうであったかと

か、ご説明をお願いします。  

総 務 課 長  まず、地方公務員の競争試験につきましては、やはり地方公務員法によりまし

て、受験資格の有する者にはやはり平等に実施しなければならないという原則

がございます。それに留意しながら、より優秀な職員を採用するため、もうず

っと前なんですが、以前は一般教養試験、それから作文、面接、体力測定の試

験科目をしておったんですが、平成１７年採用者の試験から、公務員としての

事務の適性を見ることを目的に、適性試験というものを追加をいたしておりま

す。 

       その効果ですが、この効果をはかることは難しいんですが、通常、一般的な事

務が多い公務員ですので、その適性をはかる試験科目が追加できたことは、よ

り公務員にふさわしい職員採用ができるようになったのではないかというふう

には考えております。  

       その後は、平成２４年に受験者の協調性や社会性を見ることを目的に、面接プ

ラス集団討論というものを加えております。また、そのときにあわせて、国や

県からの平等の観点から、体力測定というのは特に必要がないというような指
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針も出てましたので、体力測定はなくしております。  

       その効果ですが、以前からは面接を実施しており、現在も続けておるんですが、

加えてこの集団討論を入れることによって、試験官に、この面接官以外の職員

を配置いたしております。それにより、より多くの目で人物判定ができるよう

になるとともに、協調性とか社会性を試験である程度はかれるようになりまし

て、より優秀な人材確保に結びついているのではないかというふうに考えてお

ります。  

       ほかにも、土木職とか保健師等がございますが、そういった専門職については、

この上記の試験科目以外にも実技試験とか専門科目を加えております。  

三輪一朝議員  一定の改良といいますか進歩を、時代の要請もあるのだとは思うんですが、な

されてきたということで、非常に評価をしていきたいと思います。  

       次に私が述べさせていただきたいというか、質問になるんですが、協調性とか

社会性とか人物性向という部分になるんですが、それをもうちょっと見てみて、

効果が高いという方法があるということで、私も経験したことがあるんですが、

一つは、長時間にわたり人物を確認するというところになるんですが、一つ目

として、学生さんのインターンシップを受け入れると。これは受け入れられる

課についてはちょっと非常な手間が出ることは確かだと思います。ただ、すご

くよく見ることができます。  

       それと次に、二つ目として、オリエンテーリングといいまして、５キロから１

０キロぐらい歩かせて、歩かせるということの中で、地図とコンパスを与えて、

その中でコースの中で設問を１０から２０ぐらいつくります。そうして、それ

を解かせて、人物の判定に用いようというものです。これも、かなり効果があ

りますが、非常に手間がかかります。それが何点でありますけど、町長のおめ

がねにかなうような職員がとれる可能性が少しでも高まるのではないかと思う

んですが、こういった、特にオリエンテーリングですけど、先ほど総務課長が

おっしゃいましたが、かわりの体力測定という意味合いもできると思いますの

で、また長時間の人物観察も可能ですので、非常に効用としては一つは考えて

いってもいいのかなと、当然別の方法でもいいんですけど、それは思います。  

       そして、あと、応募されるときの電話応対ですとか、試験会場にいらっしゃっ

たときの態度ですとか、そういったところも判定材料にはできるのだろうと思

います。  

       ですので、こういった受験者１人の方々から多くの情報を得ようとするという

ことが、いろんな筆記試験であったりとか、そういったところに結びついてい

ると思うのですが、私が今申し上げた一手間、二手間もかかってしまう、こん

な方法なんですが、どんなふうに、事務量が増えてしまいますし、役場の職員

の方々、各課長非常にお忙しい方々ばかりですし、どんなふうに評価をしてい

かれるのか、ちょっとお尋ねをしたいと存じます。  

総 務 課 長 先ほど言いましたように、地方公務員の採用については、法律で決まってお

りまして、その任用につきましては、いろいろ制約がございます。そういった

法律の範囲内で、各市町村におきましては、より優秀な人材を確保するために、

例えば試験時期を早める、また、受験資格を広める、また、パンフレット等で

宣伝をするというようなことも実施いたしております。この試験方法であれば、

必ず優秀な人材が採用できるというものがあればいいんですが、なかなかその

人物重視になればなるほど、その判定方法が難しくなってきますし、また国会

でも問題になりました、いわゆる忖度が働いたり、働かなくても指摘される可

能性も出てきます。  
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       福崎町では現在、１次試験は県下１２町で組織する町村会の試験制度を導入し

ております。過去数年を見ましても、福崎町の倍率は１２町でも非常に高く、

成績もトップクラスとなっております。すぐに今の方式を変えていこうとは考

えてはおりませんが、各市町の状況は見ていきたいというふうには思っており

ます。  

三輪一朝議員  そういった制約なりもあるというところは理解をしているところであって、ま

た当町に応募されてて、合格者のレベルですか、非常に高いということも当然

承知をしているところでございます。そうしますと、なおさら、さきに、午前

中に申しました教育が大事になってくるということの関連性が出てまいります

ので、よろしくお願いしたいと存じます。  

       そして、先ほどもちょっと総務課長の言葉にもあったんですが、その経験者と

いうところに入らせていただきたいんですが、どうしても専門性を持つという

ところですと、業務の経験なりの関係で、なかなか難しいというところがござ

います。ですので、ほかの事業体でそういった経験をお持ちの方を採用できる

ということは非常に喜ばしい面もあるとは思います。専門、言葉はよくないん

ですけど、専門的なところにだけ長けているという部分も場合にはあるとは聞

いております。  

       こういった経験者の採用につきまして、地方公務員の一般の方にない能力を持

ってらっしゃる、こういった採用について、どうしていくのか、今のところ本

町では過去には専門別の採用をしてあったとかってお聞きしたことがあったん

ですけど、今はなされていないようなんですが、そういったところの経過もあ

ろうかと思いますけど、本町の弱みとしてその専門性を有する職員がもうちょ

っと欲しいというところで捉えられているというところであれば、この専門別

採用について、どうお考えなのか、お尋ねをいたします。  

総 務 課 長  専門別といいましょうか、経験者採用ということでの質問かと思います。以前

はＵターンの関係で試験を実施いたしましたり、また受験資格は非常にこう、

私が入ったときはまだ２２歳までというような年齢制限がございました。それ

を今３０歳までといたしております。そうすることによりまして、ここ数年の

採用者は７割程度が民間で働いた経験者というふうな状況にはなっております。

当然、業務経験がなく採用する職員もおりますが、入りますと、新任からも全

て即戦力というような形で働いてもらっております。より優秀な人材を確保す

るためにも、現在、３０歳としておりますが、そういった年齢枠はある程度広

げておきたいというふうには考えております。  

三輪一朝議員  年齢枠も広げたいという非常に前向きなとらえ方を私はさせていただきたいと

思います。優秀な人材確保のために、またそういった工夫について、お願いし

たいと存じます。  

       最後の質問に入らせていただきます。空き家と関連する農業従事者とか、農家

とか、農地の関係、ひっくるめたことで空き家という書き方にさせていただい

ております。これ非常にハードルが高いことはわかっておきながらこんな質問

をさせていただくことを、ちょっとご了承くださいませ。  

       人口対策ということになるんですが、各自治体はほかの自治体からの転入によ

る人口増加に取り組んでいるところです。当町から二つ北側にある自治体も、

それに非常に熱心だとお聞きしております。当然そのことに合わせまして、本

町におきましても、空き家の問題、そして農業従事者の減少、また高齢化でよ

り一層減少のスピードが速まってくるんではないかと思うのですが、こういっ

た関連する対策、こういったことについては関連しているというふうな考え方
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もできるのかと思います。そして、こういった問題がより拡大をしていくだろ

うという認識でおります。  

       ということで、現在の私ども福崎町も地方が有する問題であります人口、特に

転入対策、当然出生という人口自然増のほうもあるんですが、転入対策、そし

て空き家対策、そして農業対策にそれぞれ関連している事項になりますけども、

質問をさせていただきたく存じます。  

       最初の質問に入らせていただきます。本町の空き家の戸数なんですけども、先

般の資料で空き家戸数というのは全体の戸数はお聞きしたんですが、わかるか

どうかちょっとわからないんですが、空き家のうち、市街化調整区域の農家住

宅に関する空き家の戸数と、そして農地付の空き家の戸数がもしわかればお尋

ねをいたします。  

まちづくり課長 平成２９年度の空き家の調査につきましては、現在、各区長にお願いをしてお

りまして、これから集計に入るところでございます。  

       平成２８年度の調査結果では、福崎町全体で３０６戸の空き家が確認されてお

ります。このうち市街化調整区域の空き家につきましては１９１戸でございま

す。今おっしゃいました農業関係の空き家であるか、また農地付かにつきまし

ては調査をしておりません。  

三輪一朝議員  今お聞きしました１９１戸の中には、少なからず私がお尋ねさせていただいた

それぞれの戸数が含まれていると思います。これらの空き家も有効活用がもし

できればというところになってまいります。それに関連して、次の質問に移ら

せていただきます。  

       次に、危険な空き家というところになります。危険な空き家、当然無人であっ

て、崩れかけたですとか、その町が定めております定義にはまっておる、そう

いった空き家を指すということですと、火災ですとか青少年非行の温床を初め

とした、そういった問題も考えられると思います。本町におきましても、先般

の条例制定によりまして、危険な空き家についての行政代執行が可能となって、

ほかの自治体では散見されるという、そんな状況になりつつございます。  

       先ほどお聞きした３０６戸のうち、危険な空き家ということで認識されていら

っしゃる戸数は何戸ございましょうか。家屋を取り壊しますと固定資産税が増

額というか、そういった理由で取り壊しに懸念というか、難しいなというふう

な件数はそのうち何戸あるのか、また、危険な空き家への、今後のそういった

取り組みについて、どうかについて、お尋ねいたします。  

まちづくり課長 平成２８年度調査の３０６戸の空き家でございますけれども、その状態を外観

からの判断になります。管理が良好なものをＡとします。また、建物の損傷は

見られないが、庭等の手入れがされているものをＢ、建物の一部に軽い損傷が

あるが、庭等の管理がされているものをＣ、そして、建物、庭等の両方とも管

理不良のものをＤと４段階で評価をしております。このうち、危険な空き家と

言えるＤに評価した空き家につきましては３０戸ございます。  

       それと、固定資産税が上がるために取り壊しをちゅうちょされている方がどれ

くらいおられるかということでございますが、これにつきましては把握できて

おりません。ただ、市街化調整区域で苦情等を受けた案件では、更地にした後

の税額の試算をいたしますと、わずかに上がるだけということで、理由としま

しては解体のための経済的な負担が大きいということ、また、跡地利用が決ま

っておらない、そういったことが解体に踏み切れない要因と聞いておる件数が

何件がございます。  

       それともう一点が、危険な空き家の今後の取り組みということでございますけ
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れども、２８年度に２７年度調査で空き家Ｄに分類したもの３４戸のうち、解

体をしていただいた２戸と、周辺に道路や民家がない田んぼの中に建っている

と判断できる５戸を除きました２７戸に対しまして通知をいたしました。２７

年度との比較では、結果として４戸が解体に応じていただいております。今後

も道路上に倒壊の危険性があるとか、苦情がある、そういった空き家から順番

に適正管理の指導を行うとともに、空き家の譲渡所得の特例措置というのが新

たに設けられておりますが、こういった制度を、空き家の発生を抑制するとい

う意味でＰＲを進めていきたいと考えております。  

三輪一朝議員  まちづくり課では、それぞれに対しての対策を今していただいているというこ

とでお聞きをしたんですが、今後もっともっと空き家が増えていくであろうと、

全国平均ですと１５％とか、非常に高い、またそれよりも高い自治体もたくさ

んあると聞いておりますので、空き家とならないようにするためにも、その次

の質問に移らせていただきます。  

       質問の三つ目になるんですが、法なり規則、制限という言い方をしますと、制

限が制限を生んでいるのではないかというところであります。法のくくり上ど

うしてもないという部分もあろうかと思いますが、あえて質問をさせていただ

きます。  

       これは実際にあった例なんですが、ほかの自治体から本町の空き家に移住した

上で、農業をしたいという方がいらっしゃいます。その空き家につきましては、

市街化調整区域にあって、移住を希望されている方は、本町の農業委員会で定

めにある３０アール以上、下限面積要件の農家である、そういった必要がある

というところで、その方は農地を持っていないというところがあって、結果的

に転入者と、その方が農業の担い手という非常に若い方であったというところ

もあって、そういった転入者と農業の担い手というところで、そういったこと

を失ってしまうということになっているようです。  

       また、例外措置で、本町で１０年以上にわたって農業経営体としての実績があ

ったら、空き家たる農家住宅が一般住宅として売買が可能となるようですが、

１０年間を証明するということになりますと、一定の書類をそろえるという、

１０年前の書類といいましても、農協に聞いても、例えばわかりづらいとか、

そういったこともあるようでして、そういった証明する書類の確保が非常に難

しいようです。ですので、地方創生とは言いながら、地方創生の趣旨や働き手

の改革を含めた、そういった政府が進めている中身と沿わないといいますか、

合致しないということが起きております。  

       今、１０年間というところでの基準があるようなんですが、その根拠につきま

して、お尋ねをいたしたく存じます。そして、この１０年間という期間の短縮

化ですとか、簡素化を初めとしまして何らかのその対策をとることができない

のか、非常に難しい問題だと思うんですが、お尋ねいたします。  

農林振興課長  平成２１年１２月の農地法の改正によりまして、農地法第３条の下限面積につ

きましては、農業委員会において特段の面積を定めることができるようになり

ました。また、特に新規就農を促進するために適当と認められるとき、周辺の

地域における農地等の保有や利用状況、また将来の見通しから、さらに小さな

面積でも設定が可能というふうになりました。  

       神河町では、山間部の農地面積が小さな地区におきましては、特に下限面積を

１０アールというふうに設定しているところもあります。また、加西市や小野

市のように、登録された空き家の隣地農地については、１アールですね。１ア

ール以上まで緩和している市町もございます。これらの市町では、平成２８年、
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平成２９年に緩和を行ったところがほとんどでありまして、現在のところ顕著

な成果というのは認められておりませんが、福崎町におきましても需要を調査

しまして、農地法本来の目的であります農地を守るという趣旨に合うのであれ

ば検討していきたいというふうに考えております。  

まちづくり課長 市街化調整区域における住宅の用途変更の１０年の根拠でございます。国土交

通省が開発許可運用指針を定めておりますけれども、市街化調整区域の用途変

更を認めようとする建物が相当期間、これは１０年程度を例示されております

が、適正に利用され、さらに所有者の方が遠方に転居した場合など、やむを得

ない事情にある場合に用途変更が可能とされております。  

       この基準を受けまして、許可権者であります兵庫県が、開発許可基準の中で１

０年間を示しております。都市部にお住まいの相続人の方が、親の家と農地を

管理できないのでまとめて売りたい、相続したけれどもまとめて売りたいとい

うケースは実際にございます。議員ご指摘のとおり、用途変更に必要な適法に

１０年間その住宅が使用されたという証明は困難なことから、市街化調整区域

の空き家の利活用につきましては、現在進めております特別指定区域の地縁者

住宅、また人口減少集落における新規居住住宅制度を利用できないかなどを、

今、県と調整を行っている状況でございます。  

三輪一朝議員  今、福永課長からもご回答頂戴したんですが、特別指定区域の制度なんですが、

隣接する大字でないとだめとかってお聞きしたんですが、それはどうしようも

ないことなのでしょうか。 

まちづくり課長 兵庫県の都市計画運用条例の中で特別指定区域を定めておりますけれども、そ

の中の特別指定区域の地縁者住宅の要件としまして、所属する大字、また隣接

の大字で１０年以上生活をした方という条件になっております。  

三輪一朝議員  非常にハードルが高いのをわかっておってこんな質問をしておりますので、町

長がうなずかれるのも無理はないのかなという思いがしています。  

       できるだけ地方自治体から声を上げていくということで、特別指定区域の取り

決めも変わったとお聞きしておりますので、県がその仕組みを変えるとなると、

また時間がたつと、その間に過疎が進んだりということにもなりかねませんの

で、なかなか難しいなとは思ってございます。  

       次の質問に移らせていただきます。先ほどお尋ねした３０アールの下限面積要

件に関するところです。国策との整合性とか、それぞれの時代の法とか規則と

いうことになります。今も松岡課長のほうからご回答いただいたところなんで

すが、相続が進んでいきますと、３０アール未満とかいうことがどんどんどん

どん進展していってしまうわけなんですが、今のお言葉の中で１アールとかっ

ていう極端な例だとは思うんですが、ご回答を頂戴しました。  

       本町としましては、どの段階になれば、その１アールがいいのか、１０アール

がいいのか、別にして、そういった見直しをする、そのポイントになるとお考

えでしょうか。  

農林振興課長  今、福崎町ではできるだけ地区の農地につきましては、人・農地プランで計画

を立てていただいた農業の担い手に集めていくという考え方でありまして、そ

れについては所有権をその農家さんに渡すということではなくて、農地の使用

権を集めていくという形であります。それ以外にその新しく福崎町へ入ってく

る方というのがどれぐらいの需要があって、空き家とセットで農地も処分した

いと言われるような方がどれぐらいあるのかというのを、まだ見きわめてはい

ない状況でありますので、この一、二年でまちづくり課といろいろ協議しなが

ら決めていくことになると思っております。  
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三輪一朝議員  その認識といいますか、大切にしていただいて、検討は少なくともしていただ

きたいということで、よろしくお願いしたいと存じます。  

       最後の質問になります。これも無理な質問だとわかっておるんですが、個別対

策といいますか、そういったことのところになります。一例といたしまして、

高岡地区につきましては、新たな住宅建設ですとか、空き家の流通には規制が

ある区域というところだと認識しております。人口減少が見られる地域では、

これらの規制を緩めたり解除したりというところで本町の人口減少対策ですと

か、地域の活性化につながると考えるのですが、今、これまで頂戴した言葉以

外で、ご回答を頂戴できれば非常にありがたいと存じます。  

まちづくり課長 高岡地区を例にとりますと、おっしゃるように全域が市街化調整区域となって

おりまして、住宅の建築が厳しく規制をされております。先ほど答弁しました

特別指定区域以外の考え方ということでございますけれども、市街化と市街化

調整区域の線引きの廃止については、福崎町では考えておらないところでござ

いまして、それ以外の方法としては、なかなかおっしゃるように難しいわけで

ございますが、自由にどなたでも町外から受け入れられるかどうかというのは、

その集落の考え方にもございますので、今後も自治会のほうと調整をしながら、

新規居住者区域、どなたでも住める住宅区域を設けるのかどうか、そういった

ことも話の上で、決めていきたいと考えております。  

三輪一朝議員  新規の方が居住できる区域、そちらのほうにどうしてもなってしまうのかなと

いう思いもいたしております。  

       とはいえ、人口減少でありますとか、農地のことについて、お尋ねをしてまい

ったわけなんですが、時間がたちますと余計に対応がしづらくなってこようか

と思います。そういった問題がどんどんどんどん進展していくからだと思うか

らであります。町当局の努力も当然理解しておるつもりではございますが、多

くの問題をはらんでいるというところで、認識をより一層高めたことでござい

ます。  

       以上で、質問を終了いたします。  

議    長  以上で、三輪議員の一般質問を終わります。  

       本日の一般質問は、これにて終了いたします。  

       以上で、本会議３日目の日程は全て終了いたしました。  

       本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでございました。  

 

散会 午後１時４０分  

 


